
全
均
支
局
、
先

第
五
十
八
巻

第
一
蹴

卒
成
十
一
年
六
月
護
行

明
代
の
廷
試
合
格
者
と
初
任
官
ポ
ス
ト

|

|

「

同

年

歯

録

」

と

そ

の

統

計

的

利

用

|

|

大

野

晃

嗣

緒
言

第
一
-
草
鈴
選
研
究
に
関
す
る
幾
つ
か
の
方
法
論
と
「
同
年
歯
録
」
|
|
「
同
年
歯
録
」
の
史
料
的
性
格
|
|

第
一
節
鐙
選
制
度
検
討
に
際
し
て
の
史
料
上
の
問
題
貼

第
二
節
「
同
年
歯
録
」
に
つ
い
て

第
二
量
「
同
年
歯
録
」
よ
り
見
た
鐙
還
の
諸
相
|
|
合
格
年
齢
・
初
任
官
・
昇
進
|
|

第
一
節
合
格
年
齢
の
分
布
と
初
任
官
ポ
ス
ト
の
全
僅
像

第
二
節
各
甲
ご
と
の
初
任
官
ポ
ス
ト

第
三
節
初
任
官
以
後
の
昇
進
ル
l
ト

結
語
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緒
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今
と
な
っ
て
は
古
典
的
名
著
と
呼
ぶ
べ
き
、

『
叶
}
百
円
、
包
仏

2
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ω
5
2
8
E
H日
間
福
岡
』
白

-
n
r
E
P
〉
名
2
g
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ωo己
主
冨
。
E
-
x
F



2 

5
8
1
5
H
H』
の
中
で
、
何
嫡
棟
氏
は

俸
統
的
な
中
園
祉
舎
が
、
支
配
者
た
る
官
僚
批
舎
へ
入
る
こ
と
を
上
昇
祉
曾
移
動
の
最
終
目
標
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
疑
い

え
な
い
。

(
1〉

と
述
べ
た
。
例
え
ば
明
清
時
代
に
お
い
て
、
生
員
・
奉
人
・
監
生
・
進
士
等
、
多
様
な
資
格
・
肩
書
き
の
中
で
、
準
土
が
祉
曾
移
動
の
最
高
目

標
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
準
土
と
な
る
こ
と
が
官
僚
祉
舎
へ
の
入
り
口
と
し
て
最
も
一
般
的
で
、
か
つ
将
来
の
築
達
の
可

能
性
を
最
も
強
く
保
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
あ
る
程
度
の
財
力
と
、
ま
た
い
く
ら
か
の
父

母
の
理
解
、
様
々
な
親
戚
の
援
助
に
恵
ま
れ
た
も
の
た
ち
は
、
競
っ
て
官
僚
批
舎
の
登
龍
円
で
あ
る
進
土
を
目
指
し
た
。

幾
つ
か
の
難
関
(
郷
試
・
曾
試
・
廷
試
等
〉
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
幸
運
に
も
準
土
と
な
っ
た
者
は
、
そ
の
姓
名
を
園
子
監
前
の
石
碑
(
所
謂
「
進

士
題
名
碑
」
)
に
彫
ら
れ
る
。
今
こ
の
合
格
者
の
姓
名
を
『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
に
よ
っ
て
一
瞥
し
て
み
る
と
、
明
清
時
代
を
通
じ
て
の

合
格
者
は
、
二
百
一
科
、
寅
に
五
寓
一
千
蝕
人
の
多
き
に
の
ぼ
る
。
彼
ら
は
吐
舎
の
支
配
者
階
層
を
形
成
し
、
引
き
積
い
て
官
僚
祉
舎
の
中
で

の
立
身
出
世
を
目
指
し
た
。
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」
れ
ら
進
土
は

い
か
な
る
昇
進
コ
l
ス
を
鰹
て
、
官
僚
祉
舎
内
の
ポ
ス
ト
を
上
昇
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
む
贋
義
に

詮
選
史
と
呼
ば
れ
る
分
野
は
、

こ
と
明
代
に
閲
し
て
は
、
従
来
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
明
代
専
制
園
家
を
特
徴
づ
け
る
幾
つ
か
の

(
2〉

官
職
、
例
え
ば
内
閣
大
事
士
、
巡
撫
、
六
科
給
事
中
や
御
史
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
単
位
の
任
用
を
論
じ
た
優
れ
た
研
究
は
多
い
。
ま
た
明
代
の
鐘

(

3

)

 

選
に
闘
す
る
概
括
的
研
究
・
概
読
書
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
よ
り
全
瞳
的
で
基
本
的
な
問
題
|
|
そ
し
て
嘗
時
、
官
僚
吐
舎
を
目
指
し
て
い

た
人
々
に
と
っ
て
は
重
大
な
闘
心
事
で
あ
っ
た
も
の
ー
ー
ー
例
え
ば
、
何
歳
ぐ
ら
い
で
進
士
に
合
格
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
初
任
ポ
ス
ト

ま
た
、
ど
の
程
度
の
割
合
で
初
任
ポ
ス
ト
は
振
り
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
っ
た
問
題
は

ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
づ
て
よ
い
。
官
僚
祉
舎
の
中
で
立
身
出
世
を
目
指
す
進
士
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
コ
l
ス
を
遁

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、

る
こ
と
が
、

よ
り
速
く
、

ま
た
よ
り
高
い
地
位
へ
昇
進
で
き
る
の
か
、

そ
れ
が
重
大
な
闘
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
甲
合
格
者



の
よ
う
な
、
園
家
か
ら
の
特
別
待
遇
を
期
待
で
き
る
進
士
を
除
く
、
普
、
通
の
進
士
た
ち
に
と
っ
て
、
割
合
の
上
か
ら
し
て
も
現
質
的
で
あ
り
、

ま
た
昇
準
の
上
か
ら
し
で
も
理
想
的
で
あ
る
「
初
任
官
と
し
て
期
待
で
き
る
官
職
」
と
は
、
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た

明
代
を
遁
じ
て
襲
化
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
卒
均
何
歳
」

決
す
る
に
は
、
敷
量
統
計
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
奮
中
園
が
残
す
膨
大
な
漢
籍
の
大
部
分
は
、
こ
の
種
の
ア
プ
ロ

l

」
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
研
究
が
手
薄
で
あ
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、

「
ど
の
程
度
の
割
合
で
」
と
い
っ
た
よ
う
な
諸
問
題
を
解

チ
に
つ
い
て
得
手
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
で
提
供
す
る
、
問
題
解
決
の
一
手
法
と
し
て
の
敷
量
統
計
と
、
十
分
に
有
数
と
剣
断
で
き
る
程
度
の
確
度
を
も

っ
た
母
集
圏
は
、
従
来
の
研
究
で
は
暖
昧
に
類
推
さ
れ
て
い
た
幾
つ
か
の
間
題
に
、

よ
り
客
観
的
で
均
質
な
解
答
を
輿
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
閲
心
と
理
解
に
基
づ
く
一
考
察
で
あ
る
。
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第
一
章

鐘
選
研
究
に
闘
す
る
幾
つ
か
の
方
法
論
と
「
同
年
歯
録
」
|
|
「
同
年
歯
録
」
の
史
料
的
性
格
|
l

第
一
節

鐙
選
制
度
検
討
に
際
し
て
の
史
料
上
の
問
題
黙

例
え
ば
「
明
代
の
あ
る
年
度
に
行
わ
れ
た
科
奉
合
格
者
は
、

い
か
な
る
官
職
に
、
ど
の
程
度
の
割
合
で
、
振
り
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
」
と
い
っ
た
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。

園
八
年
(
九
八
三
年
)
に
始
ま
る
。

科
奉
の
合
格
者
達
が
、
そ
の
成
績
上
位
の
者
か
ら
順
に
「
一
甲
」
・
「
二
甲
」
・
「
三
甲
」
の
三
段
階
に
匡
切
ら
れ
る
制
度
は
、
北
宋
の
太
卒
輿

明
代
も
同
様
に
科
奉
の
合
格
者
を
三
段
階
に
分
け
て
い
た
。
こ
の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
た
科
奉
合
格
者
達

3 

に
劃
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
初
任
官
ポ
ス
ト
と
し
て
ど
の
よ
う
な
官
職
が
割
り
嘗
て
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
九
の
こ
と
は
知
ら
れ



4 

て
い
る
。

す
な
わ
ち

一
甲
合
格
者
の
三
名
(
所
謂
「
扶
元
」
・
「携
限
」・「
探
花
」
)
は
、

翰
林
院
修
撰
(
従
六
口
問
)
と
翰
林
院
編
修
(
正
七
口
問
)
に
嘗

て
ら
れ
る
。
彼
ら
は
他
の
合
格
者
と
は
違
っ
て
、
観
政
進
士

(
責
務
見
習
い
期
閲
)
や
庶
士
口
土
(
翰
林
院
に
お
い
て
更
に
研
績
を
積
む
〉
に
因
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
翰
林
官
に
就
任
す
る
こ
と
は
、
高
暦
『
大
明
曾
典
』
巻
五
、
吏
部
、
選
官
に

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
期
以
来
の
組
法
で
あ
る
。
確
か
に
、

九
そ
進
士
の
選
除
は
、
洪
武
の
開
、
第
一
甲
第
一
名
は
翰
林
院
修
撰
に
除
し
、
第
二
名
第
三
名
は
編
修
に
除
す
る
を
定
む
。

(

4

)

 

「
首
甲
不
授
翰
林
」
で
述
べ
る
よ
う
な
若
干
の

王
世
貞
が
『
皇
明
異
典
述
』
三
、

例
外
は
あ
る
も
の
の
、
彼
が
「
異
典
述
」
で
扱
う
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
二
申
・
三
甲
合
格
者
の
初
任
官
ポ
ス
ト
の
振
り
分
け
に
つ
い
て
は
、
洪
武
三
年
か
ら
高
暦
一
七
年
ま
で
の
科
奉
制
度
便
覧
と
も
言
う
ベ

き
張
朝
瑞
撰
『
皇
明
貢
奉
考
』
巻
一
、

「
二
甲
三
甲
進
士
選
格
」
に
、

二
甲
の
進
士
は
、
在
内
は
主
事
等
の
官
に
除
し
、
在
外
は
知
州
に
除
す
。
三
甲
の
進
士
は
、
在
内
は
評
事
・
太
常
寺
博
士
・
中
書
舎
人

・
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行
人
等
の
官
に
除
し
、
在
外
は
推
官
・
知
燃
に
除
す
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
の
関
心
の
所
在
は
、

こ
の
『
皇
明
貢
暴
考
』
の
記
載
が
現
貫
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、

ま
た
ど
の
程
度
の
割
合
で
振
り
分
け
ら
れ
て
い

た
の
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。

い
く
つ
か
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
簡
略
に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

従
来
、

初
任
官
に
閲
す
る
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
問
題
に
劃
し
て
は
、
明
代
の
根
本
史
料
た
る
『
明
貫
録
』
か
ら
、
任
官
記
事
を
抽
出
し
整

「貫
録
」
は
、

理
す
る
と
い
う
手
段
が
専
ら
採
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
五
品
官
以
上
へ
の
任
用
に
闘
し
で
は
あ
る
程
度
の
情
報
を
輿
え
て
く

れ
る
も
の
の
、
六
品
以
下
の
官
職
の
任
用
に
関
し
て
は
極
め
て
偏
っ
た
デ
ー
タ
し
か
掲
載
し
て
い
な
い
。
先
の
『
皇
明
貢
奉
考
』
の
記
述
が
端

的
に
記
す
よ
う
に
、
進
士
の
初
任
官
は
、
六
品
か
ら
七
品
の
官
職
を
一
つ
の
大
き
な
基
準
に
し
て
い
る
の
で
、
必
然
的
に
「
貫
録
」
か
ら
抽
出

さ
れ
る
初
任
官
の
記
事
は
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
加
え
て
、
中
央
官
聴
に
初
任
官
を
拝
命
し
た
進
士
の
デ
ー
タ
で
あ
れ
ば
、
一
定
量
牧
集
す
る

地
方
官
に
初
任
官
を
拝
命
し
た
進
士
の
事
例
を
牧
集
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
方
法
で
は
、
廷
試
合
格
者

こ
と
は
可
能
で
も
、



の
初
任
官
配
分
に
劃
す
る
誤
っ
た
全
瞳
像
を
描
い
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
例
え
ば
、

う
困
難
な
作
業
を
行
っ
た
、
参
考
に
値
す
る
結
果
は
、
阪
倉
篤
秀
氏
「
成
化
元
年
に
お
け
る
散
館
請
願
に
つ
い
て
|
|
明
朝
庶
士
口
士
制
の
検
討

(
5〉

|
|
」
所
牧
の
表
四
で
あ
る
が
、
本
論
の
中
で
二
方
、
初
任
の
官
職
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
従
七
回
聞
の
給
事
中
・
正
七
品
の
監
察
御
史
・
正
六

品
の
各
部
主
事
が
主
た
る
針
象
で
あ

っ
た
が
:
:
:
」
と
解
四
拝
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
偏
り
を
持
つ
史
料
に
依
接
し
た
結
果
で
あ
る
と
考

『
明
貫
録
』
か
ら
初
任
官
の
デ
ー
タ
を
抽
出
す
る
と
い

え
ら
れ
る
。

本
稿
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
明
代
の
大
中
T

を
通
し
て
、
敷
の
貼
か
ら
言
え
ば
、

初
任
に
あ
て
ら
れ
る
主
た
る
官
職
は
、
多
く

の
進
士
に
と
っ
て
「
知
鯨
」

「
推
官
」
の
二
つ
の
地
方
官
と
中
央
六
部
の
「
主
事
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
疑
い
を
い
れ
な
い
。

で
は
、
別
の
手
段
と
し
て
、
焦
拡
『
園
朝
献
徴
録
』
・
過
庭
訓
『
本
朝
京
省
人
物
考
』
ま
た
は
『
明
史
』
と
い
っ
た
大
部
の
俸
記
史
料
か
ら
、

嘗
一
議
一
年
度
の
科
奉
合
格
者
達
の
情
報
を
探
し
出
す
と
い
う
方
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
撰
・
官
撰
の
明
代
停
記
史
料
は
、
数
多
く
現
存
す
る

の
で
、
い
さ
さ
か
繁
多
で
は
あ
る
が
、
時
間
さ
え
か
け
れ
ば
、

一
見
可
能
性
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
。
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と
こ
ろ
が
、
進
士
な
ら
ば
す
べ
て
一
定
の
情
報
を
含
ん
だ
俸
記
が
残
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
貫
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
蓋
潤
園

立
中
央
聞
書
館
編
印
『
明
人
俸
記
史
料
索
引
』
を
捲
っ
て
み
れ
ば
、
即
座
に
質
感
さ
れ
る
。
明
代
の
研
究
者
が
最
も
頼
り
と
す
る
惇
記
索
引
の

ひ
と
つ
で
あ
る
こ
の
書
物
は
、
お
よ
そ
六
百
種
類
に
も
及
ぶ
停
記
・
文
集
・
随
筆
等
の
史
料
か
ら
、
計
一
高
人
に
も
達
す
る
明
人
の
情
報
を
提

そ
れ
を
遥
か
に
越
え
る
合
計
二
高
五
千
人
に
も
及
ぶ
の
で
、

し
か
し
な
が
ら
明
一
代
を
逼
し
て
の
進
士
の
敷
は
、

割
合
か
ら
言
え

供
す
る
。

ば
、
容
易
に
停
記
情
報
を
探
し
出
せ
な
い
準
土
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
、

多
く
の
私
撰
の
俸
記
史
料
は
、

そ
の
情
報
源
の
確
貫

性
・
記
載
内
容
の
精
粗
と
い

っ
た
貼
か
ら
見
れ
ば
、

し
た
上
で
、
あ
る
年
度
の
科
奉
合
格
者
に
劃
す
る
、

玉
石
混
鴻
で
あ
る
か
ら
、

」
の
よ
う
な
方
法
で
は
、

一
定
以
上
の
客
観
性
と
確
度
を
維
持

可
能
な
限
り
全
瞳
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
な
ど
は
及
び
も
つ
か
な
い
。

以
上
の
史
料
朕
況
か
ら
し
て
、
あ
る
程
度
の
合
格
者
の
敷
を
維
持
し、

そ
の
確
度
を
保
っ
た
上
で
、
明
代
の
初
任
官
配
分
の
全
瞳
像
を
構
築

す
る
と
い
う
目
的
に
射
し
て
は
、
別
の
手
段
を
講
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
安
嘗
な
史
料
と
し
て
、

レ
わ
ゆ
る
「
同
年
歯
録
」
が
浮
上
す

5 

る
。
以
下
節
を
改
め
て
、
こ
の
「
同
年
歯
録
」
に
つ
い
て
若
干
設
現
し
よ
う
。
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第
二
節

「
同
年
歯
録
」
に
つ
い
て

進
土
の
同
窓
生
(
同
年
組
)
名
簿
と
も
言
う
べ
き
審
物
に
は
、
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
、
先
に
も
翠
げ
た
よ
う
に
、
公
的
な
編
纂

物
で
あ
り
、
皇
帝
に
提
出
さ
れ
る

「進
士
登
科
録
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
及
第
者
が
私
的
に
編
纂
し
た

「同
年
歯
録
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
南
者
は
、
共
に
蛍
一
該
年
度
の
科
翠
合
格
者
達
に

つ
い
て
、
姓
名

・
生
年
月
日

・
過
去
三
代
の
父
方
の
先
租

・
簡
単
な
略
歴
な
ど
の
情
報

を
提
供
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
髄
裁

・
内
容
に
、
二

つ
の
額
著
な
差
異
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
利
用
す
る

「同
年
歯
銀
」
が
如
何
な
る
性
質
の
も

の
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
の
雨
者
の
差
異
は
極
め
て
明
瞭
な
指
標
と
成
り
う
る
か
ら
、
簡
皐
に
説
明
し
よ
う
。

ま
ず
、
瞳
裁
上
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

「
進
士
登
科
録
」
は
、
進
士
名
を
合
格
順
に
掲
載
す
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
名
簿
が
試
験
を
寅

- 6一

施
し
た
園
家
側
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
閤
家
が
決
定
し
た
合
格
順
位
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
と
い
っ
て
よ
い
。

「
同
年
歯
録
」
は
、
基
本
的
に
年
齢
順
に
合
格
者
を
載
せ
る
。
例
え
ば
、
『
高
層
三
十
八
年
庚
戊
科
序
歯
録
』
は
、
最
初

こ
れ
に
射
し
て
、

か
ら
最
後
ま
で
、
こ
の
瞳
裁
を
採
っ
て
お
り
、

に
府
ご
と
に
合
格
者
を
分
類
し
、
そ
の
中
で
年
齢
順
に
並
べ
る
と
い
う
、

『
嘉
靖
笑
丑
科
進
土
同
年
便
覧
録
』
は
、

出
身
布
政
司
ご
と
に
合
格
者
を
分
け
た
上
で
、

さ
ら

い
さ
さ
か
複
雑
な
瞳
裁
を
採
っ
て
い
る
。

「同
年
歯
録
」
の
採
用
す
る
、
こ
の
よ
う
な
年
齢
に
依
接
し
た
配
列
方
法
は
、

「
同
年
歯
録
」
が
、
及
第
者
側
に
よ
っ
て
私
的
に
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
強
い
相
関
閥
係
に
あ
る
。

つ
ま
り
科
奉
の
同
年
合
格
者
が
兄
弟
同
様
に
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
上
海
園
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
『
嘉
靖
丁
未
科
進
士
序
歯
録
』
に
記
さ
れ
る
、

孫
承
恩
(
捜
部
向
書
と
し
て
、
嘉
靖
二
六
年
度
(
了
未

(

6

)

 

そ
の
こ
と
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。

年
)
曾
試
の
主
考
官
に
嘗
っ
た
)
の
手
に
な
る
以
下
の
序
文
は
、

夫
れ
周
年
に
弟
兄
の
義
の
向
ぶ
有
り
。
然
れ
ど
も
試
録
の
刻
(
則
ち

「登
科
録
」)
は
惟
だ
名
次
(
合
格
順
位
)
を
以
て
序
と
震
し、

而
し
て

其
の
歯
を
論
ず
る
弗
け
れ
ば
、
則
ち
少
長
錆
置
し
、
之
を
弟
兄
と
謂
う
や
、
協
う
弗
し
。
弦
に
諸
君
子
所
以
に
倦
々
と
し
て
歯
に
於
い
て



之
を
鈍
す
る
な
り
。
惟
だ
歯
の
み
之
れ
妓
せ
ば
、
則
ち
長
は
長
と
し
て
少
は
少
と
し
て
、
員
の
弟
兄
た
ら
ん
。

す
な
わ
ち
「
進
士
登
科
録
」
で
は
合
格
順
位
で
名
を
記
す
た
め
に
、
長
幼
の
序
が
守
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
準
土
及
第
以
降
に
新
た
に
生

じ
る
及
第
者
聞
で
の
受
流
に
封
躍
す
る
た
め
に
、
長
幼
の
序
の
方
に
重
貼
を
お
い
た
、
年
齢
順
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
名
簿
「
同
年
歯
録
」
が
編

纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
同
年
歯
録
」
の
私
的
編
纂
物
と
し
て
の
性
格
は
、
次
の
一
事
に
も
見
て
取
れ
る
。

『
嘉
靖
丁
未
科
進
士
序
歯
録
』
に
は
、
表

「
曾
粗
方
伯
公
蒙
泉
府
君
登
是
科
準
土
此
不
合
曾
孫
駿
佳
題
示
後
代
子
孫
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

「
方
伯
公
」
と
は
官

紙
題
婆
の
右
に
、

職
名
(
按
察
使
)
、
「
蒙
泉
」
と
は
競
で
あ
る
か
ら
、
三
甲
一
百
十
一
名
で
合
格
し
た
郡
清
の
暁
で
あ
る
こ
と
が
わ

こ
の
郡
清
と
は
、
す
な
わ
ち
郁
彪
佳
三
六
O
三
【
高
暦
三
十
一
年
】

1
1

一
六
四
五
【
順
治
二
年
】
)
の
曾
祖
父
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、

同
名
簿
内
を
調
べ
る
と
、

か
る
。

「
駿
佳
」
が
祁
彪
佳
の
兄
弟
で
あ
る
こ
と
は
、
名
前
か
ら
し
て
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

れ
ば
「
弱
冠
」
と
あ
り
、
祁
彪
佳
が
二
十
歳
で
科
奪
に
合
格
し
た
の
は
、
天
啓
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

録
』
(
上
海
図
書
館
所
蔵
)
の
郡
彪
佳
の
名
簿
を
参
照
す
る
と
、
七
人
兄
弟
の
四
人
の
兄
の
中
に
「
駿
佳
」
の
名
前
が
見
え
、
よ
り
正
確
に
は

兄
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
『
嘉
靖
丁
未
科
進
士
序
歯
録
』
は
、
こ
の
部
氏
一
族
に
、
あ
る
時
期
ま
で
代
々
俸
わ
っ
て
い
た
名

簿
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
か
よ
う
な
形
で
俸
え
ら
れ
た
こ
と
自
韓
、
「
同
年
歯
録
」
の
私
的
編
纂
物
と
し
て
の
性
格
を
表
す
も
の
と
い
え
よ

〉
「
ノ
。 こ

の
書
き
込
み
を
行
っ
た

『
明
史
』
郡
彪
佳
俸
に
よ

『
天
啓
壬
氏
科
同
年
序
歯

- 7 ー

(
7
)
 

ま
た
、
附
言
す
れ
ば
、
刻
本
の
み
な
ら
ず
、
抄
本
の
も
の
も
現
存
す
る
こ
と
、
車
一
年
度
に
劃
し
て
、
複
数
種
の
「
同
年
歯
録
」
が
存
在
す

(

8

)

 

る
場
合
も
あ
る
こ
と
等
か
ら
も
、

「
同
年
歯
録
」
の
性
格
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、

る。

内
容
上
の
差
異
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

こ
れ
は
「
進
士
登
科
録
」
と
「
同
年
歯
録
」
南
者
の
編
纂
時
期
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

7 

ま
ず
「
準
士
登
科
録
」
は
、
試
験
終
了
後
ま
も
な
く
、
皇
帝
に
提
出
さ
れ
る
目
的
で
、
全
及
第
者
が
京
師
に
出
て
き
て
い
る
時
に
編
纂
さ
れ
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る
。
従
っ
て
、

こ
の
編
纂
時
期
か
ら
す
れ
ば
、
初
任
官
が
決
定
し
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
は
一
甲
の
三
名
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
大
勢
の
進

土
の
初
一
任
官
情
報
を
含
む
こ
と
は
原
理
的
に
は
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
に
射
し
、

「
同
年
歯
録
」
は
科
凪
争
終
了
後
数
年
経
っ
て
か
ら
編
纂
が
完
了
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
ま
た
、
物
に
よ
っ
て
は
、
増
補
版
が

『
正
徳
十
二
年
丁
丑
同
年
増
註

舎
録
』

編
纂
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
現
在
我
々
が
自
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
古
い
「
同
年
歯
録
」
は
、

(

9

)

 

(
正
徳
二
一
年
/
一
五
一
七
年
同
年
組
一
北
京
国
書
館
所
蔵
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
附
さ
れ
た
羅
振
常
の
践
に

一
刻
は
正
徳
に
子
い
て
す
。
再
刻
は
嘉
靖
三
年
甲
申
に
子
い
て
し
、
骨
芽
・
陳
折
の
二
序
有
り
。
三
刻
は
嘉
靖
十
八

年
己
亥
に
子
い
て
し
、
王
障
・
食
彊
の
践
有
り
。
毎
刻
必
ず
増
註
を
加
う
。

(
叩
)

と
あ
る
よ
う
に
、
二
度
に
わ
た
っ
て
増
補
版
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
、
必
然
的
に
「
同
年
歯
録
」
は
、
記
載
内
容
の
更
新
が
行

是
の
書
九
そ
三
刻
。

な
わ
れ
、
該
嘗
者
の
初
任
官
や
、
そ
れ
以
降
歴
任
し
た
官
職
と
い
っ
た
、
編
纂
時
期
ま
で
の
履
歴
が
掲
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

- 8一

本
稿
は
、
「
同
年
歯
録
」
の
み
が
持
つ
、
こ
の
合
格
者
の
官
歴
記
録
の
部
分
を
利
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
十
分
な
敷
の
合
格
者
に
基
づ

く
、
初
任
官
や
昇
進
コ

1
ス
の
情
報
を
牧
集
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、

「
進
士
登
科
録
」
が
多
数
現
存
す
る
の
に
射
し
、
明
代
の
「
同
年
歯
録
」
は
、
管
見
の
限
り
、
二
六
科
分
の
現
存

が
確
認
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
、

三
科
分
の
「
同
年
歯
録
」
を
揚
載
し
て
お
り
、

『
中
園
古
籍
善
本
書
目
』

一
九
九
一
一
一
年
)
史
部
・

惇
記
類

・
貢
奉
属
は
二
八
種
・
こ

ま
た
こ
れ
に
掲
載
さ
れ
な
い
嘉
靖
三
五
年
(
一
五
五
六
年

γ
寓
暦
二

O
年
(
一
五
九
二
年

γ
寓

(
上
海
古
籍
出
版
社
、

め
ら
れ
て
お
り
、

屈
寓
里
編
『
明
代
登
科
録
集
編
』

一
般
に
容
易
に
閲
誼
で
き
る
。
無
論
、
何
嫡
棟
氏
が
先
掲
の
著
作
を
執
筆
し
た
時
駐
で
は
、
明
代
の
「
同
年
歯
録
」
は
僅
か

に
三
本
が
確
認
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
九
そ
三
十
年
の
聞
に
、
新
た
に
二
三
科
分
に
も
及
ぶ
「
同
年
歯
録
」
の
現
存
が
判
明
し
た
こ

(
牽
湾
風
早
生
書
局
、

一
九
六
九
年
〉
に
牧

暦
三
八
年
(
二
ハ
一

O
年
)
の
三
科
の
「
同
年
歯
録
」
に
闘
し
て
は
、

と
に
な
る
。

し
か
し
、

そ
れ
で
も
明
代
に
行
わ
れ
た
科
奉
の
回
数
か
ら
す
れ
ば

四
分
の
一
程
度
で
し
か
な
い
。

今
後
、
新
し
い
「
同
年
歯

録
」
が
若
干
な
り
と
も
接
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
他
な
い
。



し
か
も
、
上
記
『
正
徳
十
二
年
丁
丑
同
年
増
註
舎
録
』
を
除
け
ば
、
現
存
す
る
「
同
年
歯
録
」
は
す
べ
て
嘉
靖
期
以
降
の
も
の
に
限
ら
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
得
ら
れ
る
結
果
は
、
安
易
な
類
推
を
避
け
る
た
め
に
も
、
嘉
靖
期
以
降
に
嘗
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
お

く
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
同
じ
く
同
窓
生
名
簿
を
用
い
て
同
種
の
作
業
を
行
っ
た
先
魔
的
な
研
究
は
、
和
田
正
贋
氏
の
「
明
代
の
地
方
官
ポ
ス
ト
に
お
け

(

江

)

る
身
分
制
序
列
に
闘
す
る
一
考
察
」
で
あ
る
。
所
牧
の
表
一
は
二
本
の
同
窓
生
名
簿
(
『
嘉
靖
葵
丑
科
進
土
同
年
便
覧
録
』
と
『
寓
暦
三
十
八
年
庚
氏

科
序
歯
録
』
)
に
基
づ
い
て
、
廷
試
合
格
者
の
初
任
官
振
り
分
け
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
翰
林
院
庶
吉
土
を
初
任

官
に
数
え
て
慮
理
し
て
お
り
、
提
示
さ
れ
る
数
値
並
び
に
考
察
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
疑
貼
あ
り
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
廷
試
合
格
者
が
初
任

官
を
拝
命
す
る
ま
で
の
過
程
の
中
で
言
え
ば
、
翰
林
院
庶
古
口
土
と
は
、
親
政
準
土
と
類
似
す
る
位
置
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

(ロ)

初
任
官
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
剣
断
に
基
づ
き
、
本
稿
で
使
用
し
た
「
同
年
歯
録
」
の
名
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
以
下
の
五
本
で
あ
る
。

『
嘉
靖
丁
未
科
進
士
序
歯
錬
』
(
嘉
靖
二
六
年
/
一
五
四
七
年
同
年
組
日
上
海
薗
書
館
所
蔵
)

『
嘉
靖
笑
丑
科
進
士
同
年
便
覧
録
』
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(
嘉
精
一
一
一
一
一
年
/
一
五
五
三
年
同
年
組
日
『
明
代
登
科
録
集
編
』
政
)

『
嘉
靖
丙
辰
同
年
世
講
録
』

『
寓
暦
丙
氏
科
準
土
同
年
組
録
』

『
高
暦
三
十
八
年
庚
民
科
序
歯
録
』

(
嘉
靖
三
五
年
/
一
五
五
六
年
同
年
組
日
『
明
代
登
科
録
集
編
』
牧
)

(
高
暦
一
四
年
/
一
五
八
六
年
同
年
組
日
『
明
代
登
科
録
索
編
』
枚
)

(
高
磨
三
八
年
/
二
ハ
一

0
年
同
年
組
日
『
明
代
登
科
録
集
編
』
枚
〉

こ
れ
ら
を
利
用
し
て
の
考
察
に
入
る
に
嘗
た
り
、

ま
ず
幾
つ
か
の
手
順
を
踏
ん
で
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

最
初
に
、

嘉
靖
二
六
年
・
嘉
靖

三
二
年
・
嘉
靖
三
五
年
・
高
暦
一
四
年
・
高
暦
三
八
年
に
お
け
る
廷
試
合
格
者
の
組
数
を
確
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
廷
試
合
格
者
の
組
数
は
、
前
出
『
皇
明
貢
奉
考
』
所
載
の
合
格
者
一
覧
表
に
よ
る
と
、
嘉
靖
三
二
年
は
四
百
三
人
、
嘉
靖

(
臼
〉

三
五
年
は
二
百
九
十
六
人
・
膏
暦
一
四
年
は
三
百
五
十
一
人
と
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
欽
定
績
文
献
逼
考
』
巻
三
十
五
、
選
翠
二
に
よ

9 
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る
と

(
嘉
靖
)
二
十
六
年
三
月
廷
試
胡
正
蒙
等
三
百
一
人
。

(
嘉
靖
〉
一
一
一
十
二
年
三
月
廷
試
曹
大
章
等
四
百
一
人
。

(
嘉
靖
〉
三
十
五
年
三
月
廷
試
金
達
等
二
百
九
十
六
人
。

(
高
暦
)
十
四
年
三
月
廷
試
案
宗
遁
等
三
百
四
十
五
人
。

(
寓
暦
)
三
十
八
年
三
月
廷
試
韓
敬
等
三
百
二
人
。

と
な
っ
て
お
り
、
嘉
靖
三
二
年
・
寓
暦
一
四
年
に
お
い
て
、
南
者
の
聞
で
若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。

験
者
の
人
数
が
、
『
皇
明
貢
奉
考
』
の
載
せ
る
廷
試
合
格
者
の
人
数
よ
り
少
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
な
印
象
を
受
け
る
。
理
由
は
定
か
で
は

『
欽
定
績
文
献
通
考
』
が
記
す
廷
試
受

な
い
が
、
今
偲
に
二
つ
の
解
俸
を
述
べ
て
お
く
。

一
般
に
曾
試
合
格
者
が
病
気
等
の
原
因
に
よ
っ
て
、
震
く
廷
試
を
受
け
ず
、
何
年
か
後
の
廷

で
あ
る
者
の
人
数
を
『
欽
定
績
文
献
逼
考
』
は
含
ま
ず
(
則
ち
木
科
曾
試
合
格
者
の
人
数
だ
け
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
〉
、

『
皇
明
貢
奉
考
』
の

- 10一

試
を
受
け
る
の
は
許
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
回
以
前
の
舎
試
合
格
者
で
本
年
度
廷
試
受
験
者

方
は
こ
れ
を
同
年
合
格
者
と
し
て
、

一
括
し
て
数
え
た
結
果
、
差
異
が
生
じ
た
と
解
揮
で
き
な
く
も
な
い
。
ま
た
は
、
本
科
舎
試
に
合
格
し
て

い
な
が
ら
績
く
廷
試
を
受
け
ず
、
次
回
以
後
の
廷
試
で
合
格
し
た
者
を
、
本
来
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
廷
試
の
合
格
者
の
方
に
繰
り
込
み
、

括
し
て
数
え
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
現
在
は
剣
断
で
き
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
か
が
誤
記
し
て

い
る
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
所
載
の
人
数
も
『
皇
明
責
奉
考
』
の
人
数
と
一
致
し

て
お
り
、

ま
た
作
業
の
性
質
上
、
母
集
圏
の
人
教
を
決
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、

一
鷹
合
格
者
氏
名
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
『
皇
明
貢

『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
の
人
数
の
方
を
採
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
嘉
靖
二
六
年
・
寓
暦
三
八
年
に
閲
し
て
は
『
欽
定
績

文
献
遁
考
』
『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
と
も
に
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
廷
試
合
格
者
の
人
数
は
、

嘉
靖
二
六
年
:
・
三

O
一
人

奉
考
』



嘉
靖
三
二
年
・
:
四

O
三
人

嘉
靖
三
五
年
:
よ
一
九
六
人

寓
暦
一
四
年
:
・
三
五
一
人

寓
暦
三
八
年
:
・
三

O
二
人

と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
五
本
の
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
る
「
同
年
歯
録
」
に
し
て
も
、
『
嘉
靖
丙
辰
同
年
世
講
録
』
が

三
O
三
人
(
一

O
二
%
)
、
『
高
層
丙
戊
科
進
士
同
年
穂
録
』
が
三
六
三
人
(
一

O
三
%
〉
と
い
う
本
来
の
合
格
者
よ
り
多
数
の
名
前
を
載
せ
る
の

に
劃
し
、
『
嘉
靖
笑
丑
科
進
士
同
年
便
覧
録
』
が
三
八
五
人
(
九
六
%
〉
、
『
菌
暦
三
十
八
年
庚
民
科
序
歯
録
』
が
二
一
二
一
人
(
七
七
%
)
の
名

前
し
か
載
せ
な
い
な
ど
、
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、

「
同
年
歯
録
」

が

「
周
年
」
と
見
な
す
の
は
、
本
科
曾
試
に
合
格
し
た
者
と
本
科
廷
試
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
。
大
多
数
の
者
は
曾

-11ー

試
を
受
け
た
後
、
す
ぐ
に
績
け
て
廷
試
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
病
気
等
の
理
由
に
よ
っ
て
、
次
回
以
後
の
廷
試
を
受

け
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
あ
る
年
度
の
「
同
年
歯
録
」
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
そ
の
年
の
舎
試
合
格
者
で
は
あ
っ

て
も
、
廷
試
合
格
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
結
果
、
同
一
人
物
が
、
舎
試
合
格
年
度
の
「
周
年
歯
録
」
と
廷
試
合
格
年
度
の
「
周
年

歯
録
」
の
二
本
に
そ
の
名
を
載
せ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
れ
に
あ
る
。
例
え
ば
、
嘉
靖
三
五
年
丙
辰
科
に
二
甲
四
十
二
名
で
廷
試
合
格
し
た
周
遜

は
、
嘉
靖
三
二
年
に
舎
試
合
格
し
て
い
た
た
め
、
『
嘉
靖
笑
丑
科
進
士
同
年
便
覧
錬
』

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
重
複
し
た
り
、
廷
試
合
格
年
度
を
誤
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
、
慎
重
に
剣
断
・
選
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
嘉
靖
丙
辰
同
年
世
議
録
』
の
南
方
に
そ
の
名
が
見
え

加
え
て
、
廷
試
合
格
順
位
が
誤

っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
誤
字
と
お
ぼ
し
き
生
年
月
日
も
散
見
さ
れ
る
。

そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
名
簿
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

11 

そ
こ
で
、
次
に
こ
の
五
本
の
名
簿
に
劃
し
て
以
下
の
よ
う
な
整
理
作
業
を
施
す
。
合
格
順
位
等
の
容
易
に
正
誤
の
剣
断
が
つ
く
も
の
及
び
明
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ら
か
に
誤
字
に
属
す
る
生
年
月
日
等
に
つ
い
て
は

『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』

『
明
史
』

『
清
史
稿
』
等
を
用
い
こ
れ
を
修
正
す
る
。
ま

た
官
歴
に
閲
し
て
は
、
全
面
的
に
「
同
年
歯
録
」
の
本
文
を
利
用
す
る
。
容
易
に
他
書
に
俸
記
を
見
い
だ
せ
る
幾
人
か
に
つ
い
て
、

「
同
年
歯

録
」
に
-
記
さ
れ
る
官
歴
と
、
他
書
に
記
さ
れ
る
官
塵
と
を
比
較
し
た
が
、

「同
年
歯
録
」
の
記
載
は
群
を
抜
い
て
網
羅
的
で
あ
り
、

正
確
で
あ

る
と
の
印
象
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
時
折
見
受
け
ら
れ
る
ご
く
わ
ず
か
な
相
違
黙
も
、

い
ず
れ
が
正
確
な
の
か
容
易
に
剣
断
で
き
ぬ
程
の
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
多
く
の
者
は
「
同
年
歯
録
」
か
ら
し
か

一
定
の
官
歴
を
剣
断
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
組
じ
て
、
従
来
か

ら
刺
用
さ
れ
て
き
た
俸
記
史
料
を
、
十
分
に
補
足
で
き
る
だ
け
の
量
と
確
度
を
持
っ
た
情
報
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
も
と
も
と
「
同
年
歯
録
」
か
ら
漏
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
進
士
の
名
前
を
あ
ら
た
め
て
書
き
加
え
る
こ
と
は
行
わ
な
い
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
作
業
の
目
的
は
、
合
格
年
齢
や
初
任
官
に
闘
す
る
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
闘
す
る
そ
の
種
の
情
報
は
、
も
は

や
ほ
と
ん
ど
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
進
士
の
名
は
全
睡
で
一
五
六
一
名
、
う
ち
初
任
官
の
剣
現
し
て
い
る
者
の
数

は
一
二
九
八
名
(
死
去
・
修
養
者
を
含
む
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
明
代
嘉
靖
・
寓
暦
期
の
廷
試
合
格
者
の
様
子
を
眺
め
、

い
く
つ
か
の

-12ー

問
題
貼
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
章

「
同
年
歯
録
」
よ
り
見
た
詮
濯
の
諸
相

l
l合
格
年
齢
・
初
任
官
・
昇
進
ー
ー

第

一
節

合
格
年
齢
の
分
布
と
初
任
官
ポ
ス
ト
の
全
瞳
像

ま
ず
五
本
の

「
同
年
歯
録
」
を
組
合
し
た
全
韓
の
情
報
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

グ
ラ
フ

1
は
、
廷
試
合
格
年
齢
の
分
布
を
示
す
。

「
同
年
歯
録
」
は
、
進
士
各
人
の
生
年
を
記
す
の
で
、
そ
れ
を
基
準
に
満
年
齢
で
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
横
軸
は
合
格
年
齢
を
、
縦
軸
は
人
数
を
一
ホ
す
。
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日

一

叩

叫

一

山

山

吋

山

山

山

l

l

凋
U
守

い

い

F

一

一

…

…

…

日

…

…

，

.
E

，、d

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

寸
‘
恩

m

H

一

一

一

一

一

日

目

一

一

日

今

'u
…“

山

中

叫

中

吟

一

一

叩

山

⑤

'
'
I
L
。。

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

3
R民

4

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

4
車
川
刊

一

一

一

一

日

一

一

一

一

一

一
A
崎
一
民
国

一

一

一

一

一

一

一

~

一

一

一

4
E
M明

日

一

一

一

一

一

一

一

一

一

I
司
刈
叶
品

2

一

日

日

一

一

一

一

一

一

一

'
S
F
恨
む
杭
島
配

44斗

一

一

一

一

一

一

一

一

一

M
悶
制
悶
悶
制
問
凶

一

一

一

一

一

一

一

一
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1刊ザ刈
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1刊
1刊刈怜
刈
伺

1刊立且

AU

一

一

一

一

一

一

一

一
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組
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一

一

一

一

一
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院

闘

闘

関
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附
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日

一

一

一

一

司
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川
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叫
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叶
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叶
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7
R
E
E
K
E
Z
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Z
E
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C
E
U
E
E
U
E
U
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一

一

一

7
3
3
1
3
1
3
1
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仕
止
止
止
止
止
止

tt伝
止
配
位
抗

k
k
E
ι
q
J

一

一

一

ゆ

司
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司
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司
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司
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司
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司

法

司

礼
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司

司
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司
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巴
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指
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廷試合格年齢の分布グラフ 1

80 

こ
の
グ
ラ
フ
ー
に
よ
れ
ば
、
廷
試
合
格
者
は
、
最
年
少
一
八
歳
か
ら
最
年
長
五

四
歳
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
嘗
時
の
科
奉
受
験
者
が
幅
貰
い
年
齢
層
か
ら
な
っ

て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
全
瞳
の
卒
均
年
齢
は
コ
二
・
六
歳
と
な
っ
て
い
る
。

嘗
時
の
男
子
は
、
敷
え
年
五
才
(
満
三
歳
徐
り
〉
で
家
庭
教
育
が
始
ま
り
、
ま

た
数
え
年
八
歳
〈
満
六
歳
徐
り
)
か
ら
正
式
な
事
聞
を
始
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い

(

M

)

 

た
。
有
名
な
程
端
櫨
『
程
氏
家
塾
讃
書
分
年
日
程
』
が
、
数
え
八
歳
か
ら
経
事

を
事
び
始
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
周
知
の
事
責
で
あ
る
。
無
論
、
す
べ
て

の
進
土
が
こ
れ
に
一
該
嘗
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
、
お
よ
そ
四
半
世

紀
に
も
及
ぶ
試
験
勉
強
の
結
果
、
合
格
を
勝
ち
取
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

〈

日

)

ま
た
、
準
土
が
合
格
し
て
か
ら
死
亡
す
る
ま
で
卒
均
期
聞
は
二
二
年
と
さ
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
卒
均
的
な
進
士
に
と
っ
て
、
合
格
に
費
や
さ
れ

- 13ー

る
人
生
の
方
が
、
合
格
以
後
の
人
生
よ
り
も
長
か
っ
た
と
も
言
え
る
で

あ
ろ

ぅ
。
明
代
の
様
々
な
俸
記
・
筆
記
・
障
筆
の
類
に
目
を
通
し
て
い
る
と
、

し
t工

し
ば
科
奉
に
若
く
し
て
合
格
し
た
「
神
童
」
達
の
逸
話
に
出
く
わ
す
。
弘
治
三

年
に
一
八
歳
で
進
士
に
合
格
し
、
中
書
会
人
・
瞳
部
員
外
郎
と
官
歴
を
積
み
な

が
ら
、

二
七
歳
と
い
う
若
さ
で
こ
の
世
を
去

っ
た
洪
鍾
〈
『
治
世
絵
開
』
下
篇
巻
之

成
化
八
年
に
一
七
歳
で
進
士
に
合
格
し
、

四
、
他
)
や
、

護
身
殴
大
事
土
や
筆

蓋
肢
大
事
士
に
特
準
す
る
な
ど
位
人
臣
を
極
め
な
が
ら
、
政
争
に
巻
き
込
ま
れ

病
死
し
た
楊
一
清
(
『
震
津
長
語
』
巻
下
、
他
)
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
ま
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太
常
寺
博
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教
授

御
史

翰
林
院
編
修

給
事
中

100 

た
天
順
・
成
化
・
弘
治
・
正
徳
と
立
朝
五
十
年
、
内
閣
大
事
土
と
し
て

活
躍
し
た
政
界
の
大
立
者
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
劉
蓮
に
劃
抗
し
た
こ

一
八
歳
で
あ
っ

と
で
有
名
な
李
東
陽
は
、
天
順
八
年
に
合
格
し
た
時
、

た
と
い
う
(
『
明
史
』
倉
一
八
て
李
東
陽
停
、
他
)
。
彼
ら
は
、
本
-
章
が
謝

象
と
す
る
時
代
よ
り
少
し
前
の
人
物
で
は
あ
る
も
の
の
、
嘗
時
の
人
々

に
と
っ
て
い
か
に
睦
目
に
値
す
る
若
さ
で
あ
っ
た
か
、
合
格
者
の
卒
均

年
齢
が
=
二
・
六
歳
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
そ
れ
が
貫
感
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
園
の
書
物
が
年
齢
を
基
本
的
に
数
え
年
齢
で
記

す
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

-14ー

績
い
て
、
初
任
官
の
判
明
し
て
い
る
一
二
九
八
人
に
つ
い
て
、

初
任
官
の
振
り
分
け
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
〈
グ
ラ
フ
2
)
。
知
豚

そ
の

が
五
五
二
人
と
断
然
多
く
、
全
醸
の
四
二
・
五
%
を
占
め
て
い
る
の
が

ま
ず
目
に
附
く
。
敷
の
上
か
ら
知
鯨
に
績
く
の
は
六
部
主
事
で
二
八
八

人
(
ニ
ニ
・
二
%
〉
、

以
下
推
官
の
一
四
六
人
三
一
・
二
%
)

行
人
司

行
人
の
一
一
一
一
人
(
八
・
六
%
〉
、

と
績
く
。
地
方
官
ポ
ス
ト
は
知
州

推
官
・
知
鯨
・
牒
丞
の
四
種
で
、
そ
れ
以
外
は
京
官
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
比
率
は
七
四
二
日
五
五
六
、
則
ち
大
略
六
日
四
で
あ
り
、

新
科
進
士
の
六
割
が
地
方
官
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
振
り
分
け
人
数
の
上
位
四
種
の
官
職
で
あ
る
知
鯨
、
六
部
の



主
事
、
推
官
、
行
人
司
行
人
の
合
計
は
一

O
九
八
人
に
も
の
ぼ
り
、
初
任
官
剣
明
者
全
瞳
の
八
四
・
六
%
に
も
達
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

と
を
一
意
味
し
て
い
る
。
初
任
官
に
つ
い
て
、

『
明
史
』
は
、

大
多
数
の
進
士
に
と
っ
て
、
こ
の
知
勝
、
六
部
の
主
事
、
推
官
、
行
人
司
行
人
四
種
の
官
職
が
事
買
上
初
任
官
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

献
元
は
修
撰
を
授
か
り
、
務
眼
・
探
花
は
編
修
を
授
か
り
、
二
・
三
甲
の
庶
吉
士
に
考
選
せ
ら
る
る
者
は
、
皆
翰
林
官
と
震
る
。
其
の
他

け
ら
る
。

は
或
い
は
給
事
・
御
史
・
主
事
・
中
書
・
行
人
・
評
事
・
太
常
・
園
子
博
士
を
授
か
り
、
或
い
は
府
の
推
官
・
知
州
・
知
鯨
等
の
官
を
授

の
も
、
知
鯨
の
ポ
ス
ト
数
が
他
の
官
職
に
比
べ
て
匪
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
嘗
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
官
職
の
員
額
は
、
明
代
を
通
じ
て
一
定
で
は
な
く
、
増
額
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
の
で
、

が
、
試
み
に
『
明
史
』
職
官
志
と
地
理
志
に
依
援
し
て
、
大
凡
の
員
額
を
計
算
す
る
と
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
給
事
中
と
御
史
と
知
州
に
関
し
て
は
、
こ
の
推
測
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、

表 1

給事中 40人

行人司行人 37人

推 官 161人

御 史 110人

大理寺評事 8人

知 外| 約260人

六部主事 143人

太常寺博士 2人

女日 懸 約1170人

中書舎人 20人

園子博士 5人

ただし遺書量志には給事

中は員額50人，御史は

員額120人とある。

(叩む

と
羅
列
的
に
記
す
が
、

そ
こ
に
は
大
き
な
偏
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
振
り
分
け
率
の
偏
り
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
の
持
つ
員
額
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

「
員
額
の
多
い

- 15一

官
職
に
は
嘗
然
多
数
の
進
土
が
振
り
分
け
ら
れ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
常
識
的
な
推

測
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
知
聴
に
振
り
分
け
ら
れ
た
者
の
占
め
る
率
が
高
い

正
確
は
期
し
が
た
い

『
明
史
』
は
、
給
事
中
と
御
史
及
び
知
州
を
、

主
事
や
行
人
司
行
人
と
同
様
、
初
任
官
と
し
て
記
載
し
て
お
り
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
員
額
の
上
か
ら
し
て
、
こ
の
三
官
職
に
は
、
相
嘗
教
の

進
土
が
因
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
が
、
グ
ラ
フ

2
を
見
る
限
り
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
知
州
に
闘
し
て
言
え
ば
、
曲
が
り
な
り
に
も
五

15 

科
併
せ
て
三
八
人
の
新
科
進
士
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
初
任
官
ポ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
給
事
中

は
一
二
九
八
人
中
僅
か
に
一
四
人
、
全
憧
の
一
・
一
%
が
初
任
官
と
し
て
任
命
さ
れ
た
の
み
で
あ
り
、
員
額
が
更
に
多
い
は
ず
の
御
史
に
到
つ
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て
は
一

O
人、

0
・
八
%
で
し
か
な
い
。
加
え
て
、
給
事
中
・
御
史
雨
者
を
初
任
官
と
し
て
奔
命
し
た
計
二
四
人
の
内
、
買
に
二
三
人
ま
で
が

翰
林
院
庶
士
口
土
を
経
て
お
り
、
親
政
進
土
か
ら
初
任
官
と
し
て
授
け
ら
れ
た
者
は
、
嘉
靖
二
六
年
、
三
甲

一
三
名
で
廷
試
に
合
格
し
、
兵
部
観

(

幻

)

工
科
給
事
中
を
奔
命
し
た
謝
江
一
人
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
科
道
官
と
綿
稽
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
官
職
は
、

政
の
後
、

『
明
史
』
は
初
任
官
の

っ
と
し
て
記
載
す
る
も
の
の
、
こ
の
時
期
に
は
、
現
買
に
は
初
任
官
ポ
ス
ト
と
し
て
聞
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
鮎
か
ら
言

え
ば
、
先
に
見
た
張
朝
瑞
撰
『
皇
明
貢
奉
考
』
が
、
給
事
中
と
御
史
を
二
甲

・
三
甲
進
士
任
命
の
初
任
官
職
と
し
て
表
記
し
て
い
な
い
の
は
正

鵠
を
射
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
こ
の
『
明
史
』
と
『
皇
明
貢
奉
考
』
の
記
載
の
ず
れ
は
何
故
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
が
正
し
く
、

一
方
が
誤
っ
て
い
る
と
い

う
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
科
道
官
が
貫
際
に
弘
治
年
間
頃
ま
で
は
初
任
官
ポ
ス
ト
の
一
つ
だ
っ
た
事
買
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

(
道
)
は
、
本
来
別
個
に
扱
う
べ
き
で
は
あ
る
が
、
今
簡
略
に
述
べ
れ
ば
、
南
者
は
、
成
化

・
天
順
年
開
噴
ま
で
は
、
単
に
新
科
進
土
に
聞
か

れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
監
生
等
に
も
聞
か
れ
て
い
た
官
職
な
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
御
史
に
つ
い
て
、
前
掲
阪
倉
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
、

給
事
中
(
科
〉
と
御
史

- 16ー

初
任
の
官
職
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
:
:
:
特
に
正
統
ご
二
年
以
後
、
監
察
御
史
の
大
幅
な
増
加
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
監
察
御
史
が
そ
の
擢

用
に
お
い
て
従
来
の
監
生
主
流
か
ら
進
士
に
そ
の
比
重
を
移
し
た
結
果
で
あ
る
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
無
論
、
こ
の
黙
は
十
分
首
肯
さ
れ
る
。
『
明
貫
録
』
を
讃
め
ば
、
永
幾
年
聞
に
は
、
御
史
は
監
生
擢
用
者
が
多
い
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
次
第
に
準
土
に
比
重
を
移
し
て
い
く
様
子
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
監
察
御
史
は
正
統
年
間
以
降
、
地
方
常
駐
を
果
た
し
、

(

お

)

地
方
長
官
化
し
て
い
き
、
そ
の
結
果
、
御
史
の
権
限
は
強
大
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
「
御
史
」
と
い
う
官
職
の
持
つ
債

値
と
、
そ
れ
に
見
合
う
任
官
者
の
主
流
と
な
る
階
層
も
移
動
し
た
の
で
あ
っ
た
。
王
世
貞
は
『
穿
山
堂
別
集
』
皇
明
異
典
述
七
、

「用
給
事
御

史
」
の
中
で

御
史
の
除
授
。
正
統
四
年
、
刑
部
照
磨
陳
農

・
司
務
楊
恕

・
李
僚

・
陸
獄
・
行
人
司
副
劉
克
産
・
序
班
王
盛
・
正
字
沈
寅
・
孔
目
劉
烈
・



審
理
副
郭
鉦
・
按
察
司
経
歴
計
碕
・
副
断
事
楊
綱
・
監
井
提
奉
郡
盤
・
豚
丞
安
珂
・
趨
稔
を
以
て
御
史
に
試
す
。
五
年
、
序
班
張
鋪
・
孫

容
・
張
倫
・
断
事
張
文
昌
・
知
事
康
築
・
照
磨
張
躍
・
剣
官
胡
信
・
肘
榔
丞
廊
傑
・
教
授
上
官
民
曙
・
教
識
韓
楊
・
鄭
額
・
訓
導
鄭
貌
・
曹

泰
・
成
規
・
務
部
・
王
綴
・
陸
傍
・
唐
震
を
以
て
御
史
を
賞
授
す
。
自
後
、
始
め
て
専
ら
進
土
・
行
人
・
中
書
舎
人
・
博
士
・
推
官
・
知

鯨
・
因
子
監
官
を
以
て
し
、
市
し
て
雑
職
は
輿
ら
ず
。
然
れ
ど
も
猶
ほ
園
子
監
生
有
り
、
天
順
の
後
始
め
て
草
む
。

と
述
べ
、
御
史
ポ
ス
ト
へ
の
就
任
者
階
層
が
次
第
に
襲
化
し
、
経
ら
れ
て
い
く
さ
ま
を
書
き
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
明
史
』
選
奉
志
は
次
の
よ

(

四

)

う
に
記
す
。

給
事
中
・
御
史
を
ば
科
遣
と
謂
う
。
科
は
五
十
員
、
道
は
百
二
十
員
。
明
初
よ
り
天
順
・
成
化
に
至
る
の
聞
、
進
士
・
奉
貢
・
監
生
皆
選

補
を
得
た
り
。
其
の
遜
擢
せ
ら
る
る
者
、
推
官
・
知
牒
よ
り
し
て
外
、
或
い
は
事
官
に
由
る
。
其
の
後
、
監
生
及
び
新
科
準
土
は
皆
興
る

を
得
ず
。
或
い
は
庶
土
ロ
士
の
改
授
、
或
い
は
内
外
の
科
目
出
身
に
し
て
三
年
考
満
の
者
を
取
り
て
考
選
す
。
内
な
ら
ば
則
ち
南
京
の
主
部

主
事
・
中
・
行
・
評
・
博
・
園
士
監
博
士
・
助
教
等
、
外
な
ら
ば
則
ち
推
官
・
知
牒
。

- 17ー

や
や
簡
略
に
過
ぎ
る
嫌
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
科
道
官
へ
の
任
官
者
階
層
が
、
準
土
・
奉
人
・
貢
生
・
監
生
と
い
っ
た
官
職
未
経
験
者

か
ら
官
職
有
経
験
者
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が、

こ
こ
か
ら
も
讃
み
と
れ
る
。
そ
し
て
、
本
章
が
劃
象
と
し
て
い
る
嘉
靖
・
高
暦
頃
に
は
、

科
事
に
合
格
し
た
ば
か
り
の
新
科
準
土
が
ほ
と
ん
ど
拝
命
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
格
上
の
ポ
ス
ト
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
城
井
氏
に
先
行
研
究
が
あ
り
、
明
代
を
遁
し
て
給
事
中
と
御
史
が
初
任
官
ポ
ス
ト
か
ら
外
さ
れ
て
い
く
複
雑
な
遁

(
却
〉

程
が
、
嘉
靖
期
頃
ま
で
を
封
象
に
し
て
徽
密
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
城
井
氏
に
よ
れ
ば
、
大
瞳
宣
徳
年
間
三
四
二
六
年
J
〉
か
ら
弘
治
年
聞
に

か
け
て
、
科
道
官
ポ
ス
ト
を
初
任
官
ポ
ス
ト
と
し
て
解
放
す
る
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
、
弘
治
末
年
に
至

っ
て
、
最
終
的
に
進
士
初
任
抑
制
の

方
向
で
落
ち
着
い
た
と
い
う
。

こ
れ
は

E
覗
的
に
見
れ
ば
、
現
代
を
逼
し
て
科
道
官
ポ
ス
ト
が
「
清
華
之
選
」
令
官
同
暦
野
獲
編
』
巻
一

O
、

「
遍
歴
四
駕
街
門
」
〉
と
呼
ば
れ
る
よ

17 

う
に
な
っ
て
い
く
足
跡
に
呼
醸
し
て
い
る
と
考
え
て
関
連
い
あ
る
ま
い
。
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『
皇
明
貢
奉
考
』
の
著
者
で
あ
る
張
朝
瑞
は

嘉
靖
十
五
年
(
一
五
三
六
)
准
安
府
海
州
鯨
に
生
ま
れ
、

陸
慶
二
年
(
一
五
六
八
)
準
土
と
な

南
京
鴻
臆
寺
卿
を
奔
命
、

代
は
、
す
で
に
御
史
・
給
事
中
と

い
う
科
道
官
が
、
長
い
論
議
を
経
て
「
清
華
之
選
」
と
し
て
人
々
か
ら
認
識
さ
れ
、
新
科
進
土
が
任
命
さ
れ

り
、
知
豚

・
知
府
を
歴
任
の
後
、

世
間
暦
三
十
一
年
三
六

O
三
)
に
六
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

貧
に
彼
が
生
き
た
時

る
ポ
ス
ト
で
は
無
く
な
っ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が

『
皇
明
貢
奉
考
』

の
中
で
二
甲
・
三
甲
合
格
者
の
初
任
官
ポ
ス
ト
か
ら
御

史

・
給
事
中
を
外
し
て
い
た
の
は
、
彼
の
生
き
た
時
代
の
情
勢
か
ら
し
て
、
嘗
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

無
論
、
鐸
々
た
る
『
明
史
』
の
編
纂
者
達
が
か
よ
う
な
事
買
を
知
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
給
事
中
も
御
史
も
進
士
初
任
の
ポ
ス

ト
で
あ
っ
た
と
い
う
事
貫
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

第
二
節

各
甲
ご
と
の
初
任
官
ポ
ス
ト

す
る
。

『
世
間
暦
丙
氏
科
進
士
同
年
総
録
』

「
三
甲
」
合
格
者
の
初
任
官
ポ
ス
ト
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に

(
高
暦
一
四
年
/
一
五
八
六
年
同
年
組
)
に
関
し
て
は
、
初
任
官
情
報
が
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て
い
な
い

「
一
甲
」

「
二
甲
」

- 18一

で
は
、
今
度
は
硯
貼
を
鑓
え
て
、

一
甲
・
二
甲
・
三
甲
合
格
者
ご
と
に
、
彼
ら
の
振
り
分
け
ら
れ
た
官
職
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ

ぅ。

四
本
の
「
同
年
歯
録
」
に
基
づ
き
、
各
年
度
、こ
と
に

の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。
ま
ず
各
年
度
合
格
者
の
初
任
官
ポ
ス
ト
の
内
需
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

(
m
-
m頁
の
グ
ラ
フ
参
照
)

先
に
も
述
べ
た
如
く
、

一
甲
合
格
者
の
三
名
が

翰
林
院
修
撰
(
従
六
品
)
と
翰
林
院
編
修
(
正
七
品
)
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
確
認

さ
れ
よ
う
。

問
題
と
な
る
二
甲
と
三
甲
の
合
格
者
に
関
し
て
は
、

ニ
甲
の
進
士
は
、
在
内
は
主
事
等
の
官
に
除
し
、
在
外
は
知
州
に
除
す
。
三
甲
の
進
土
は
、
在
内
は
評
事
・
太
常
寺
博
士
・
中
書
舎
人
・

『
皇
明
貢
奉
考
』
巻
一
、

「
二
甲
三
甲
道
士
選
格
」
に
、

行
人
等
の
官
に
除
し
、
在
外
は
推
官
・
知
豚
に
除
す
。

と
記
載
さ
れ
て
い
た
誇
だ
が

「
同
年
歯
録
」
に
基
づ
く
こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
を
参
照
す
る
と
、

」
の
記
述
が
か
な
り
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
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が
分
か
る
。
二
甲
・
三
甲
合
格
者
に
も
、
初
任
官
ポ
ス
ト
に
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
極
め
て
明
瞭
で

あ
る
。
幾
分
二
甲
・
三
甲
南
方
に
主
事
ポ
ス
ト
が
ま
た
が
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
程
度
で
あ
る
。

い
つ
頃
か
ら
、
二
甲
・
三
甲
合
格
者
に
劃
す
る
、
こ
の
よ
う
な
初
任
官
振
り
分
け
の
形
式
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
先
に
見
た
高
暦
『
大
明
舎
典
』
巻
五
、
吏
部
、
選
官
の
項
が
績
け
て
、

で
は
、其

の
飴
は
、
各
街
門
に
分
、迭
し
排
事
せ
し
め
、
内
外
に
以
次
乗
除
す
。

と
述
べ
る
に
止
ま
る
よ
う
に
、
園
初
に
は
そ
の
ポ
ス
ト
振
り
分
け
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
選
官
の
項
に
は
、
そ
の
後
の
こ
と

も
一
切
慣
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

『
大
撃
街
義
補
』
も

準
土
の
初
任
も
亦
其
の
甲
第
に
循
う
。

『
大
明
舎
典
』
巷
七
七
、
科
奉
の
項
も
同
様
で
あ
る
。

明
代
の
事
柄
に
関
し
て
は

精
彩
を
以
て
記
す
丘
溶

(巻一

O
、
公
鐙
選
之
法
〉

- 21ー

『
明
舎
要
』
に
も
一
該
嘗
す
る
記
載
は
な
い
。
い
つ
頃
か
ら
二
甲
・
三
甲
の
初
任
官
ポ
ス
ト
振
り
分
け
が
、
上
越
の
よ
う
な

固
定
さ
れ
た
形
式
を
踏
み
出
す
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
剣
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
諸
書
が
、
明
確
に
年
代
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
一
時
期
一
度
に
、
な
に
が
し
か
の
法
令
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

と
し
か
語
ら
な
い
。

か
。
た
だ
沈
周
(
沈
石
田
。
一
四
二
七
【
宣
徳
二
年
}
|
一
五
O
九
【
正
徳
四
年
】
)
の
『
石
田
雑
記
』
に
、

と
#
の
っ
て
、

品
駄
に
親
蒋
廷
貴
有
り
、
準
士
三
甲
に
第
し
、
例
と
し
て
知
豚
に
除
せ
ら
る
。

(

忽

〉

「
例
」
除
知
燃
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。

ま
た

王
恕
(
一
四
二
ハ
【
永
築
一
四
年
】

l
一五
O
八
【
正
徳
三
年
}
)
の

『
王
端
毅
奏

議
』
巷
一
四
、

「
議
準
土
石
存
謹
除
官
奏
賦
」
に
も

看
得
す
ら
く
、
行
人
司
行
人
も
亦
(
こ
こ
で
は
「
知
豚
と
同
様
に
、
」
の
意
。
)
三
甲
進
士
一
該
除
の
官
員
に
係
る
。
其
の
職
最
も
簡
に
し
て
市
し

て
務
事
無
し
。

21 

と
見
え
、
こ
の
上
奏
に
は

「
弘
治
五
年
〈
一
四
九
二
年
)
六
月
初
八
日
具
題
す
。
」
と
の
日
附
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
す
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れ
ば
、
弘
治
年
聞
に
は
、
既
に
三
甲
合
格
者
が
知
燃
や
行
人
司
行
人
に
任
命
さ
れ
る
規
定
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

少
な
く
と
も
、
嘉
靖
頃
に
は
、
先
に
奉
げ
た
『
皇
明
貢
奉
考
』
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
な
形
式
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、

二
甲
の
合
格
者
は
、
そ

の
多
く
が
内
官
で
あ
る
中
央
六
部
の
主
事
〈
正
六
品
)
に
任
命
さ
れ
る
の
に
針
し
、
三
甲
合
格
者
の
多
く
が
、
外
官
で
あ
る
推
官
・

知
豚
(
と
も

に
正
七
品
)
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
の
が
決
ま
っ

て
い
た
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

初
任
官
以
後
の
昇
進
ル

l
ト

で
は
、
最
後
の
問
題
で
あ
る
初
任
官
以
後
の
昇
進
ル
l
ト
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
る
ポ
ス
ト
に
就
い
て
以

降
、
ど
の
よ
う
な
昇
進
ル

l
ト
を
辿
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ポ
ス
ト
自
瞳
が
受
け
る
評
債
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
初
任

官
以
後
の
昇
進
ル

l
ト
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
通
の
進
士
た
ち
に
と
っ
て
、
割
合
の
上
か
ら
し
て
も
現
質
的
で
あ
り
、
ま
た
昇
進
の
上

か
ら
し
で
も
理
想
的
で
あ
る
「
初
任
官
と
し
て
期
待
で
き
る
官
職
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
、
遡
及
的
に
剣
明
す
る
と
考
え
る
。

こ

こ
で
は
、
初
任
官
以
後
の
昇
進
ル
l
ト
を
調
べ
る
に
あ
た
り
、

「
推
官
」
と
い
う
官
職
に
注
目
し
た
い
。
す
で
に
二
節
に
わ
た
っ
て
見
て
き
た

- 22ー

よ
う
に
、
進
士
が
任
命
さ
れ
る
初
任
官
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
初
任
官
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
決
任
官
を
検
討
す

か
え
っ
て
混
凱
し
て
全
瞳
像
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
進
士
に
と
っ
て
は
、
多
岐
に
は

る
と
、

わ
た
っ

て
い
て
も
、

「
推
官
」

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
割
合
か
ら
し
て
就
任
す
る
可
能
性
の
な
い
官
職
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

「
知
豚
」

「
行
人
司
行
人
」
の
四
つ
の
初
任
官
ポ
ス

ト
の
中
で
「
推
官
」
を
選
ん
だ
理
由
に
つ

い
て
は
、
母
集
圏
が
比
較
的
扱
い
や
す
い
人
数

「
主
事
」

で
あ
る
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
簡
を
進
む
に
従
っ

て
、
自
ず
と
剣
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
五
本
の

「
同
年
歯
録」

内
か
ら
、

初
任
官
と
し
て
推
官
を
奔
命
し
た
者
を
抜
き
出
す
と
、

計
一
四
六
名
で
あ
る
。

そ
の
内
、

決
任
官

彼
ら
の
次
任
官
ポ
ス
ト
の
内
需
は
、

中
央
六
部
の
主
事
が
四
三
人
(
全
盛
の
三
ニ

・八
%
〉
で
第
一

位
、
績
い
て
推
官
の
復
除
が
二
七
人
(
ニ

0
・
六
%
)
で
第
二
位
、
以
下
御
史
が
一
二
人
三
六

・
O
Z
)、

の
判
明
し
て
い
る
者
は

二
-
二

人
で
あ
る
。

死
去
・
致
仕
者
が
一
八
人
(



七
%
〉
、
給
事
中
が
一
七
人
三
二
・
九
%
)
、
同
知
が
三
人

(
0
・
二
%
)
、
布
政
司
検
校
一
人
、
南
京
大
理
寺
評
事
一
人
の
順
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
割
合
か
ら
す
る
と
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
初
任
推
官
以
降
の
昇
進
ル

l
ト
は
、
中
央
六
部
の
「
主
事
」
と
都
察
院
の
「
御
史
」
、

に
「
六
科
給
事
中
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
意
外
に
死
亡
者
・
致
仕
者
の
割
合
が
高
い
の
も
自
に
付
く
。

並
び

こ
こ
で
、
衣
の
よ
う
な
貼
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
時
期
に
は
、
上
で
見
た
よ
う
な
「
主
事
」

「
御
史
」

「
六
科
給
事
中
」
と
い
っ

た
官
職
の
内
、
ど
の
よ
う
な
コ

1
ス
を
逼
る
こ
と
が
、

「
推
官
」
か
ら
の
昇
進
ル

1
ト
と
し
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
?沈

徳
符
が
『
寓
暦
野
獲
編
』
巻
二
二
、

こ
の
黙
を
考
え
る
に
は
、
嘗
時
こ
れ
ら
の
官
職
が
ど
の
よ
う
に
評
債
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
ま
ず
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
邑
令
軽
重
」
の
冒
頭
で

園
初

極
め
て
郎
署
を
重
ん
じ
、
九
そ
御
史
は
、
九
年
職
に
稽
う
者
に
し
て
始
め
て
陸
り
て
主
事
と
震
る
。

と
書
き
、

ま
た
巷
一
一
、

「
科
道
俸
漏
外
轄
」
で
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蓋
し
園
初
、
御
史
は
三
考
過
無
く
し
て
、
僅
に
主
事
に
陸
る
の
み
。

と
記
す
よ
う
に
、
元
々
「
御
史
」
の
ポ
ス
ト
と
「
主
事
」
の
ポ
ス
ト
と
で
は
、
遥
か
に
主
事
の
ポ
ス
ト
の
方
が
上
と
目
さ
れ
て
い
た
。

し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
逆
轄
現
象
が
生
じ
、

靖
二
年
の
進
士
鄭
噴
は
、
著
書
『
今
言
』
の
巻
四
、
二
九
一
に
お
い
て
、

と
こ
ろ
が
、
本
一
章
の
第
一
節
で
既
に
見
た
よ
う
に
、
科
道
官
の
ポ
ス
ト
は
嘉
靖
・
高
暦
頃
ま
で
に
、
そ
の
評
債
が
漸
次
上
が
っ
て
ゆ
く。

そ

「
主
事
」
よ
り
も
「
御
史
」
の
ポ
ス
ト
の
方
が
上
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
嘉

六
部
主
事
は
御
史
の
上
に
列
街
し
た
り
。
永
集
中
五
経
・
四
書
・
性
理
大
全
を
修
め
る
時
向
然
り
。
其
の
後
、
郎
中
は
皆
な
科
道
官
の
後

に
列
す
。
何
時
よ
り
起
き
た
る
か
を
知
ら
ず
。
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と
述
べ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
列
街
」
と
は
官
職
名
を
順
に
列
奉
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
が
、
永
築
年
聞
に
は
そ
の
順
番
が
「
六
部
主
事
」

の
後
に
「
科
道
官
(
御
史
・
給
事
中
)
」
が
並
べ
ら
れ
る
と
い
う
順
番
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
後
の
時
代
に
な
っ
て
、
反
射
に
「
科
道
官
(
御
史
・
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給
事
中
)
」
の
後
に
「
主
事
」

の
上
官
た
る

「
郎
中
」
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
事
貨
は
皐
な
る
形
式
的
な
こ
と

で
は
あ
る
が
、

そ
の
列
奉
さ
れ
る
順
番
が
、
そ
の
時
々
の
各
官
職
に
封
ず
る
現
賓
の
評
債
の
上
下
関
係
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
こ
の
「
科
道
官
」
と
「
主
事
」
ポ
ス
ト
に
封
す
る
評
債
の
逆
轄
現
象
は
、

り
起
き
た
る
か
を
知
ら
ず
。
」
と
言
っ
て
お
り
、

ま
た
事
貫
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
が
、

い
つ
頃
か
ら
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鄭
暁
は
「
何
時
よ

成
化
二
年
の
肢
元
で
あ
る
羅
倫
(
緩
一
峯
。

四

【
宣
徳
六
年
}
|
一
四
七
八
{
成
化
一
四
年
}
〉
が
、

準
土
に
中
ら
ば
、
上
は
翰
林
を
期
し
、
衣
は
給
事
を
期
し
、
次
は
御
史
を
期
し
、
又
次
は
主
事
を
期
し
、
之
を
得
れ
ば
則
ち
折
ぶ
。

(

幻

〉

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
恐
ら
く
成
化
年
聞
に
は
、
そ
の
「
主
事
」
よ
り
も
「
御
史
」
の
ポ
ス
ト
の
方
が
上
と
目
さ
れ
る
逆
轄
現
象

人

の
傾
向
は
、
確
買
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
明
史
』
選
奪
三
に
い
う

-24ー

考
選
の
例
、
優
な
る
者
は
給
事
中
を
授
け
、
次
な
る
者
は
御
史
、
又
次
な
る
者
は
部
曹
を
以
て
用
う
。

と
い
う
の
も
同
様
の
朕
況
を
指
し
て
い
よ
う
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
昇
進
ル
l
ト
と
し
て
は
、
中
央
六
部
の
「
主
事
」
よ
り
も
、

「
給
事
中
」

「
御
史
」
と
い
っ
た
科
道
官
の
方

が
よ
い
コ

l
ス
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
質
際
問
題
と
し
て
「
推
官
↓
主
事
」
と
辿
る
コ
l
ス
と
「
推
官
↓
科
道
官
」
と
辿
る
コ

I
ス
で
は
、
そ
の
後
の
昇
進
に
ど
の
よ

う
な
差
違
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
巌
密
に
論
じ
る
の
は
困
難
だ
が
、
興
味
深
い
問
題
で
も
あ
る
の
で
、

い
さ
さ
か
鯛
れ
て
お

く
こ
と
に
し
よ
う
。

表
2
昇
進
ル
l
ト
表
は
、
決
任
官
の
剣
明
し
て
い
る
一
一
一
一
一
名
に
つ
い
て
、

で
、
「
同
年
歯
録
」
の
記
載
に
基
づ
き
、
分
類
し
て
樹
形
固
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
つ
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

彼
ら
が
官
界
に
於
い
て
辿
っ
た
昇
進
コ
l
ス
を
、

第
五
任
ま

「
同
年
歯
録
」
は
、
史
料
の
性
格
上

そ
の
同
窓
生
名
簿
が
編
ま
れ
た
時
期
ま
で
の



25 

推官(131)

表 2 昇進ノレート表

，余事(1 )一一一一一ー参議一一一一一→副使
~ ，参議(1)一一一宇参議

府間知(3)"""- /' _.A'知府(1) 

3)~て一一---<・郎中 (3) A:::::_一一一ー致仕(1) _ノ府同知

余事(1 )ー一一一一+府同知---- __."余事(1 ) 
員外郎(19)γ一一一，郎中(14)延壬ー，知府(7) 

¥ 、と、郎中(1) 

¥ 、¥刻、知州(1) 

¥ '¥、請告(1 ) 
¥ 、漕運同知(1 ) 

、余事(5)てー→参議(2)
¥、参政(1 ) 

主事(5)~ミー一一ー員外郎 (3 )ミヶ-郎中(1) 
1 、主主事(1) "ト員外郎(1) 

、不明(1) 

丁銀(1 ) 

府同知(1 )一一一一+通判一一一一一一ー府同知

副使(2) 

知府(2)一一一一一宇(降)判官(1)一一+知県草

参議(1)一一一一一+参議一一一一+副使

(降)判官(1)一一+知豚一一一一+評事

余事(2)~て一一+余事 (1 ) 
---....致仕(1) 

御史(4)一一一一一ー余事(1)一一一+参議

死去(1) 

通政司参議(1ト+太僕寺少卿

府同知(2) ___尚宝寺丞(1)ー→参議

主事(9)モ三一一一ー郎中(1)一一一一+余事

1 、員外郎(2)一一一一郎中(2) 

御史(4)てアー+参議(1) 
---....余事(1) 

推官(2)一一一一+給事中(2)て+余事(1) 
、給事中(1 ) 

給事中(1)一一→(降)典史一一→推官

死去(2)

--知府(1 )一一一+副使
/知府(2)""""'"ニ一一致仕(1) 

/イユJ 余事(2)一一一一一，参議(1)一一一+副使

給事中 (17冷まさ一一-(降)典史(1)一一ー推官一一一一一ー主事

¥モミ~、給事中(2)一一一+給事中(2)でー参議(1) 

¥べ¥死去(1) 、給事中(1) 

、通政司参議(1トー+太僕寺少卿一一+鴻膿寺卿

(降)布政司検校(1 )一・知県草 致仕

大理寺評事(1)一一一+寺正 余事

致仕(2) 

死去(16)

- 25ー
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官
歴
し
か
載
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
同
年
歯
録
」
ご
と
に
、
ど
の
時
貼
ま
で
の
進
士
個
人
の
官
歴
を
記
し
て
い
る

か
、
著
し
い
差
遣
が
あ
る
。
ま
た
一
本
の
「
同
年
歯
録
」
を
と
っ
て
み
て
も
、
あ
る
進
土
に
関
し
て
は
官
歴
の
第
二
・
三
任
ま
で
し
か
記
載
が

な
い
が
、
あ
る
進
土
に
(
そ
れ
は
往
々
に
し
て
極
め
て
著
名
人
で
あ
る
)
閲
し
て
は
、
す
べ
て
の
官
歴
が
事
細
か
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も

あ
る
。
ゆ
え
に
「
同
年
歯
録
」
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
樹
形
園
が
、

た
と
え
分
類
の
基
準
を
第
五
任
ま
で
に
限
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
完
壁
に
な

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
樹
形
聞
の
そ
こ
か
し
こ
で
、
前
任
の
合
計
人
数
に
比
較
し
て
次
任
の
合
計
人
数
が
少
な
い
箇
所
が
見
ら
れ
る
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
樹
形
園
は
、
各
人
が
現
に
昇
り
つ
つ
あ
る
昇
進
コ

l
ス
の
、
あ
る
時
期
ま
で
の
扶
況
を
具
瞳
的

に
表
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
今
問
題
と
し
て
い
る
、

「
推
官
↓
主
事
」
と
辿
る
コ
l
ス
と
「
推
官
1
v
科
道
官
」
と
辿
る
コ

ー
ス
で
は
、
そ
の
後
の
昇
進
に
ど
の
よ
う
な
差
遣
が
生
じ
る
か
と
い
う
黙
に
闘
し
て
は
、

一
定
時
間
内
の
そ
の
大
凡
の
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と

は
で
き
る
と
考
え
る
。

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
女
任
官
と
し
て
主
事
(
正
六
品
)
に
任
命
さ
れ
た
場
合
〈
ま
た
は
次
任
官
以
降
の
場
合
で
も
〉
、

そ
の
後
は
「
員
外
郎
(
従

- 26ー

こ
の
表
2
に
よ
る
と
、

「
推
官
↓
主
事
」
と
辿
る
コ

1
ス
と
「
推
官
↓
科
道
官
」
と
辿
る
コ
l
ス
と
で
は
、

は
っ
き
り
と
昇
進
の
速
度
に
差

五
口
問
)
↓
郎
中
(
正
五
品
〉
」
と
い
う
よ
う
に
、

部
層
の
上
官
ポ
ス
ト
を
一
級
ず
つ
昇
る
傾
向
が
あ
る
。

(
正
七
日
巴
・
給
事
中
(
従
七
品
〉
を
拝
命
し
た
場
合
(
や
は
り
次
任
官
以
降
の
場
合
で
も
〉
、

こ
れ
に
劃
し
、
決
任
官
と
し
て
、
御
史

そ
れ
以
降
に
は
一
足
飛
び
に
余
事
(
正
五
品
)
・
参
議

(
従
四
口
問
)
・
知
府
(
正
四
品
)
と
い
っ
た
高
官
へ
の
昇
進
を
受
け
る
傾
向
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

科
道
官
の
ポ
ス
ト
を
経
由
し
た
方
、
が
、
昇
進
コ

ー
ス
の
上
昇
は
速
く
な
る
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
衣
任
官
と
し
て
主
事
に
就
任
す
る
場
合
と
御
史
に
就
任
す
る
場
合
と
で
は
、

そ
れ
以
降
の

昇
進
官
職
の
官
口
問
に
ど
の
よ
う
な
差
が
生
じ
る
の
か
、
具
瞳
的
に
比
較
し
て
み
よ
う
。

グ
ラ
フ

3
は
、
表
2
を
も
と
に
、
女
任
官
が
主
事
・
御
史
の
二
者
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
れ
以
降
の
昇
進
の
際
に
期
待
で
き
る
官
品
を
覗
費

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
御
史
に
就
任
し
た
場
合
の
方
が
明
ら
か
に
官
品
の
上
昇
は
速
く
、
特
に
、
御
史
を
経
た
次
の
就
任
の

際
に
(
グ
ラ
フ
で
は
、
項
目
軸
の
ヨ
荏
」
に
蛍
た
る
)
、
卒
均
で
三
級
以
上
急
激
に
上
昇
し
、
期
待
官
品
が
主
事
を
経
た
場
合
の
期
待
官
品
を
上
回
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昇進期待官品

JJJJiJ::;;Jillj左記号ぞ?11117J11:

グラフ 3

12正四品

11従四品

10正五品

9従五品

8正六品

7従六品

6正七品

5従七品

4正八品

3従八品

2正九品

1従九品

次任 五任

表2をもとに，初任推官者が，次任官として主事に就任す

る場合と御史に就任する場合では，どの程度，昇進速度に

差が出るのかを，期待値を使って，計算した。

四任三任

る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
。

こ
れ
は
、

昇
準
ル

l
ト
と
し
て
は
、

「主

事
」
よ
り
も
「
御
史
」

「
給
事
中
」
と
い
っ
た
科
道
官
の
方
が
よ
い
コ

1
ス
と

見
な
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
本
題
に
立
ち
返
り
、
こ
こ
で
視
野
を
慶
げ
て
、
そ
れ
で
は
廷
試
合
格

者
に
と
っ
て
、
初
任
官
と
し
て
推
官
・
知
鯨
な
ど
の
地
方
官
に
就
任
す
る
こ
と

は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

さ
き
に
見
た
沈
周
の
『
石
田
雑
記
』
の
記
事
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
積

く

余
に
親
蒋
廷
貴
有
り
、
準
土
三
甲
に
第
し
、
例
と
し
て
知
鯨
に
除
せ
ら
る
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る
に
、
特
に
告
げ
て
北
方
の
祭
亭
聴
に
就
任
す
。
同
年
の
劉
以
賢
謂
い
て

日
く
、

「
何
ぞ
南
方
に
就
か
ざ
る
?
便
ち
道
に
老
親
を
省
る
を
得
る
、
亦

人
子
の
幸
事
な
り
。
」
と
。
答
え
て
日
く
、

「
進
士
に
し
て
知
鯨
に
除
せ

ら
る
。
何
の
面
白
あ
り
て
郷
里
に
見
え
ん
?
」
と
。
其
の
父
惟
清
、
蓋
し

ば
京
職
を
以
て
封
築
地
と
震
さ
ん
と
欲
し
た
り
。
子
の
豚
と
作
る
を
聞
き

て
、
大
い
に
望
む
所
を
失
し
、
遂
に
心
を
病
み
て
護
狂
す
る
を
致
す
。
人

に
見
え
る
毎
に
但
だ
云
う
、

「
罪
天
官
(
予
受
。
一
四
二
二
【
永
築
二

O
年
}

ー
一
五
O
三
【
弘
治
一
六
年
】
。
吏
部
向
書
。
)
説
く
、

『
一
年
に
し
て
便
ち
御

史
に
陸
さ
ん
。
』
と
」
。
座
客
は
皆
其
の
療
を
笑
う
。
或
ひ
と
日
く
、

「其

の
父
震
と
雄
も
、
其
の
子
は
己
先
に
療
な
り
。
」
と
。
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ま
た
、
羅
倫
の
言
葉
も
績
け
て

其

の

州

豚

守

令

を

親

る

こ

と

、

一

た

び

或

い

は

之

を

得

れ

ば

、

い
、
甚
し
き
は
昏
夜
哀
れ
み
を
乞
い
て
、
以
て
克
れ
ん
こ
と
を
求
む
る
に
至
る
。

鶴
驚
の
腐
鼠
を
覗
る
が
如
し
。

魂
耗
興
喪
、

妻
子
に
劃
し
て
は
色
を
失

と
言
う
。
す
な
わ
ち
園
初
か
ら
成
化
年
間
ご
ろ
に
か
け
て
は
、
地
方
官
ポ
ス
ト
と
い
う
の
は
、
進
土
に
と
っ
て
思
避
す
べ
き
ポ
ス
ト
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
地
方
官
職
を
軽
視
し
、
中
央
官
職
を
重
視
す
る
所
謂
「
重
内
軽
外
」
の
風
が
嘗
然
の
よ
う
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

お

)

と
こ
ろ
が
、
こ
の
朕
況
に
大
き
な
轄
機
が
訪
れ
る
。

こ
の
轄
機
に
つ
い
て
、
沈
徳
符
は
茨
の
よ
う
に
述
べ
る
。

考
選
法
輿
り
て
よ
り
、
蓋
省
の
二
地
(
こ
こ
で
は
都
察
院
と
六
科
給
事
中
の
二
つ
の
監
察
系
統
の
役
所
を
指
す
。
兵
種
的
に
は
御
史
と
給
事
中
。
)
は
、

評
・
博

・
中
・
行
及
び
外
は
知

・
推
に
非
ざ
れ
ば
入
る
を
得
。
す
。
是
に
於
い
て
外
吏
駿
か
に
重
く
、
而
し
て
就
中
巴
令
は
、
尤
も
人
の
就

く
を
築
う
所
と
篤
る
。
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『
明
史
』
選
奉
志
に

推
・
知
よ
り
入
る
者
、
之
を
行
取
と
謂
う
。

(

M

)

 

と
い
う
よ
う
に
、

推
官
・
知
鯨
か
ら
抜
擢
さ
れ
て
御
史
・
給
事
中
と
い
う
科
道
官
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
を
「
行
取
」
と
い
う
が
、
沈
徳
符
に
い

わ
せ
る
と
、
こ
の
行
取
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
地
方
官
ポ
ス
ト
は
、

御
史
・
給
事
中
と
い
う
ポ
ス

ト
が

エ
リ
ー
ト
コ

l
ス
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
科
準
土
で
す
ら
任
命
さ
れ
ぬ
格
上
の
ポ
ス
ト
と
な
っ
た
の

に
わ
か
に
評
債
が
高
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

に
相
、
沿
う
形
で
、
そ
こ
へ
の
入
り
口
と
し
て
の
推
官
・
知
豚
ポ
ス
ト
の
評
債
も
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
「
評
・
博
・
中
・
行
及
び
外
は
知
・
推
に
非
ざ
れ
ば
入
る
を
得
ず
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、

科
道
官
へ
の
入
り
口
が
固

定
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
寓
暦
『
大
明
曾
典
』
巻
五
、
選
官
に
、

(
嘉
靖
)
三
十
二
年
令
日
科
道
は
部
属
を
以
て
改
用
す
る
を
許
さ
ず
。

と
あ
り
、

ま
た
『
明
貫
録
』
嘉
靖
三
十
二
年
間
三
月
壬
子
の
僚
に
よ
り
詳
し
く
、



「
主
事
等
官
を
以
て
科
道
を
考
選
せ
ん
。
」
と
。
詔
以
焦
ら
く
、
「
奔
競
を
啓
く
。
許
さ
ず
。
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
六
部
の
主
事
等
か
ら
科
道
官
へ
と
遜
る
事
買
上
の
昇
準
ル
l
ト
が
不
許
可
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
嘉
靖
年
聞
に
南
京
翰
林
院

吏
科
謂
う
ら
く

孔
目
と
な
り
、
官
を
退
い
た
後
、

で、

『
四
友
菊
叢
説
』

(
初
刻
隆
慶
三
年
・
重
刻
寓
暦
七
年
〉
を
著
し
た
何
良
俊
は
、

そ
の
巻
之
十
三
、
史
九
の
中

(
嘗
今
の
急
務
の
〉
第
二
。
科
道
を
考
濯
す
る
は
、
嘗
に
部
属
中
に
於
い
て
推
奉
す
べ
く
、
運
ち
に
は
新
た
に
行
取
せ
る
諸
人
を
用
い
る

べ
か
ら
ず
。
蓋
し
取
到
せ
る
天
下
の
推
官
・
知
燃
は
、
各
部
の
郎
署
に
分
置
し
、
一
・
二
年
を
待
ち
た
る
の
後
、
其
の
風
力
有
る
者
を
選

び
て
科
遁
に
任
ず
。

と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
行
取
が
専
ら
行
わ
れ
て
、
六
部
の
属
官
か
ら
は
任
用
さ
れ
な
い
嘗
時
の
現
肢
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ

う

高
暦
二
年
に
は
、

(
お
)

ら
れ
る
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か
し
、
組
じ
て
六
部
の
属
官
か
ら
科
道
官
へ
の
ル
l
ト
は
細
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
は
な

い
。
先
に
見
た
表
2
に
お
い
て
も
、
主
事
を
経
由
し
て
科
道
官
に
着
任
し
た
者
は
一
人
も
い
な
い
。
敷
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
朕
況
謹
擦

今
度
は
各
部
の
員
外
郎
が
御
史
に
改
授
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
る
等
、
や
や
混
観
と
も
感
じ
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貫
際
に
は
、
こ
の
六
部
の
主
事
等
か
ら
科
道
官
へ
と
遜
る
ル
l
ト
の
不
許
可
は
、
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
ら
し
く
、
陸
慶
四
年
に
は
再

び
そ
の
コ
I
ス
が
許
可
さ
れ
、

の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
昇
進
コ

l
ス
上
の
麗
容
は
、
六
部
の
属
官
か
ら
科
道
官
へ
の
任
用
が
、
官
品
序
列
を
凱
す
と
い
う
側
面
(
主
事
か
ら
御
史
・
給
事

中
へ
は
、
官
品
か
ら
す
れ
ば
六
品
官
か
ら
七
品
官
へ
還
っ
た
こ
と
に
な
る
)
と
、
現
賓
の
擢
力
・
後
の
昇
進
の
有
利
さ
と
い
っ
た
貼
か
ら
見
れ
ば
、

期

待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
を
如
寅
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

29 

「
知
豚
」
は
三
甲
準
土
の
初
任
官
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
と

い
う
、
本
章
第
一
節
で
見
た
事
責
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
甲
合
格
者
と
な
っ
て
六
部
の
主
事
に
任
命
さ
れ
ず
と
も
、
三
甲
合
格

こ
こ
で
、

「
主
事
」
が
主
と
し
て
ニ
甲
道
士
の
初
任
官
ポ
ス
ト
で
あ
り
、

「
推
官
」
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者
と
な
っ
て
推
官
・
知
豚
な
ど
に
任
命
さ
れ
て
、
行
取
を
受
け
て
科
道
官
に
昇
準
す
る
と
い
う
コ

l
ス
が
十
分
な
債
値
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

る。

寧
ろ
、
嘉
靖
・
高
暦
頃
に
は
後
者
の
コ

i
ス
の
方
が
高
く
評
債
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
沈
徳
符
は
、

「
ロ
巴
令
軽
重
」
を

衣
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

市
し
て
二
甲
の
主
事
と
震
る
者
、
資
を
積
み
て
次
を
待
つ
も
、
雨
司
・
郡
守
に
過
ぎ
ず
。
腰
を
折
り
板
を
手
に
し
、
蓋
省
を
仰
視
す
る
に

方
た
り
て
は
、
害
漢
に
在
る
が
ご
と
し
。
其
の
清
華
の
一
路
は
、
惟
だ
鐙
曹
に
改
調
す
る
有
る
の
み
。
然
れ
ど
も
深
く
蓋
省
の
歓
を
締

び
、
遊
揚
し
揖
奪
し
て
、
始
め
て
入
手
す
る
を
得
た
り
。
而
し
て
三
甲
道
土
の
墨
綬
を
結
ね
て
京
を
出
る
者
は
、
同
年
に
翻
っ
て
登
仙
の

羨
有
り
。
亦
以
っ
て
世
の
饗
わ
り
た
る
を
観
る
ベ
し
。

「
二
甲
の
合
格
者
と
な
り
、
主
事
に
な
っ
た
も
の
の
、

せ
い
ぜ
い
布
政
司
・
按
祭
司
か
知
府
止
ま
り
。
唯
一
の
エ
リ
ー
ト
コ
l
ス
は
、
吏
部

に
轄
任
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
も
御
史
や
給
事
中
の
機
嫌
を
取
り
つ
け
て
、
或
い
は
褒
め
そ
や
し
、
或
い
は
他
人
を
蹴
落
と
し
、
や
っ
と
か
な

う
。
三
甲
進
士
の
推
官
・
知
牒
に
任
命
さ
れ
て
地
方
に
赴
く
者
は
、
同
じ
年
の
科
奉
合
格
者
か
ら
「
登
仙
」
の
如
き
羨
望
の
眼
差
し
で
も
っ
て

眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
の
文
は
、
嘗
時
の
賦
況
を
ま
さ
に
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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『
明
史
』
二
百
五
十
八
、
萎
探
俸
に
は
、
次
の
よ
う
な
上
蓄
が
見
え
る
。

山
陽
の
武
事
陳
啓
新
な
る
者
、
山
宗
一
顧
九
年
に
闘
に
詣
り
て
上
書
し
、

言
う
「
天
下
の
三
大
病
。
:
:
:
嘗
制
、
給
事
・
御
史
は
、
教
官

之

と
震
る
を
得
る
。
其
の
後
、
途
精
隆
く
、
而
れ
ど
も
奉
人
の
推
官
・
知
豚
は
猶
ほ
其
の
列
に
興
か
る
。
今
は
惟
だ
進
土
を
以
て
選
ぶ
。
彼

任
を
受
け
る
時
、
先
ず
給
事
・
御
史
を
以
て
自
ら
待
し
、
監
司
・
郡
守
の
承
奉
に
暇
あ
ら
ず
、
下
を
剥
し
民
を
虐
げ
、
其
の
震
す
所
を
恋

(

お

)

更
に
、
越
南
星
(
一
五
五
O
【
嘉
靖
二
九
年
】
|
一
六
二
七
【
天
啓
七
年
己
は
、
決
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

に
す
。
此
れ
行
取
考
選
の
病
な
り
。

・::・一

震
る
者
、

藩
・
由
来
・
太
守
は
員
の
豪
傑
に
非
ず
ん
ば
、
未
だ
自
軽
の
意
有
る
を
売
れ
ず
し
て
、
後
進
の
蓋
省
と
震
る
を
畏
る
。
司
理
(
推
官
の
こ
と
)

叉
牒
令
と
比
ん
で
市
し
て
共
に
蓋
省
に
入
る
を
欲
す
。
是
に
子
い
て
、
上
官
は
卑
語
を
以
て
網
棚
酵
を
結
び
、
下
僚
は
賄
賂
を
以



て
知
遇
に
酬
ゆ
。

先
の
『
明
史
』
菱
探
俸
に
見
え
る
陳
啓
新
の
「
進
士
出
身
の
推
官
・
知
蘇
が
、
自
分
を
給
事
中
・
御
史
と
見
な
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
代
最

末
期
の
推
官
・
知
鯨
と
い
う
地
方
官
ポ
ス
ト
が
、
そ
の
就
任
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
推
官
や
知
鯨

に
就
任
し
た
者
は
、
自
分
達
が
科
道
官
と
い
う
エ
リ
ー
ト
コ

I
ス
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し

て
、
後
の
趨
南
星
の
「
後
に
給
事
中
・
御
史
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
推
官
・
知
鯨
に
射
し
て
、
上
官
は
卑
屈
な
態
度
を
取
り
、
下
僚
は
賄
賂
を

贈
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
推
官
・
知
鯨
が
周
圏
の
他
の
地
方
官
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
を
、
や
は
り
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
周
圏
の
他
の
地
方
官
に
と
っ
て
、
推
官
・
知
牒
と
は
、
自
分
達
の
地
位
を
左
右
し
か
ね
な
い
科
道
官
へ
就
任
す
る

可
能
性
の
あ
る
者
達
で
あ
り
、
好
ま
し
い
関
係
を
築
い
て
お
く
の
が
得
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
嘗
時
の
普
通
の
新
科
進
土
達
が
、
三
甲
合
格
者
と
な
り
、
推
官
・
知
牒
に
任
命
さ
れ
、
行
取
考
選
に
よ
っ
て
御
史
・

給
事
中
へ
と
昇
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
の
詮
左
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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結

三五
日ロ

以
上
、
二
重
に
わ
た
っ
て
、
明
代
の
詮
濯
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
「
同
年
歯
録
」
と
い
う
科
奉
合
格
者
が
私
的

に
編
纂
し
た
名
簿
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
暖
昧
に
類
推
さ
れ
て
き
た
嘉
靖
・
高
暦
期
の
科
奉
合
格
者
の
年
齢
層
・
初
任
官
ポ
ス
ト

振
り
分
け
の
貫
態
な
ど
を
あ
る
程
度
、
客
観
性
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。
ま
た
買
は
三
甲
で
合
格
し
て
、
推
官
・
知
鯨
を
通
過
し

て
、
科
道
官
へ
と
上
昇
す
る
コ

1
ス
が
、
二
甲
合
格
か
ら
主
事
へ
と
昇
る
こ
と
以
上
に
、
有
力
な
昇
進
コ

l
ス
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
原
因
な
ど
が
判
明
し
た
。
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無
論
、
こ
れ
ら
は
明
代
詮
選
に
閥
わ
る
ご
く
基
底
部
分
の
、
か
つ
基
礎
的
な
問
題
で
し
か
な
い
。
こ
の
基
礎
的
な
研
究

は
、
明
代
を
特
徴
寺
つ
け
る
新
た
な
幾
つ
か
の
間
題
、
例
え
ば
「
行
取
考
選
」
の
寅
態
、
及
び
そ
の
開
始
時
期
に
闘
す
る
問
題
、
地
方
政
治
レ
ベ

し
か
し
な
が
ら
、
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題
も
含
め
、
後
日
を
期
し
た
い
。

ル
で
の
御
史
と
推
官
の
結
び
つ
き
の
問
題
、
と
い
っ
た
多
方
面
の
問
題
を
間
違
い
な
く
示
唆
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
い
残
し
た
い
く
つ
か
の
問

註(
1
〉
。
。
-
z
B
r
z
c回目
S門

的

5
、
司

H
o
g
-
z
o
d匂
J

「
O
H
r
-
s
m
N
o
同
書
九

二
頁
。
な
お
邦
誇
は
『
科
奉
と
近
世
中
園
祉
禽
|
立
身
出
世
の
階
梯
』

(
寺
田
隆
信
・
千
種
岡
県
一
譲
、
卒
凡
社
、
一
九
九
三
)
、
一

O
二
頁
。

(
2
〉
こ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
は
多
い
の
で
数
例
祭
げ
る
に
と
ど
め
る
。
例

え
ば
、
内
閣
大
拳
土
に
関
し
て
は
張
治
安
『
明
代
政
治
制
度
研
究
』

(
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
九
二
)
「
閣
臣
出
身
経
歴
及
籍
貫
」

(
同
書
九
九
頁
J
)
と
「
閣
臣
的
任
用
」
(
一
七
一
頁
J
)
、
ま
た
巡
撫

に
関
し
て
は
張
哲
郎
『
明
代
巡
撫
研
究
』
(
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九

五
)
、
六
科
給
事
中
に
闘
し
て
は
城
井
隆
志
「
明
代
の
六
科
給
事
中
の

任
用
に
つ
い
て
」
〈
『
史
淵
』
一
二
四
鋭
、
一
九
八
七
)
、
御
史
に
関
し

て
は
同
「
明
代
前
牢
期
の
御
史
の
任
用
」
(
『
和
田
博
徳
敬
授
古
稀
記

念
明
清
時
代
の
法
と
社
舎
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
〉
、
ま
た
同

「
明
代
の
科
道
官
の
陸
進
人
事
」
(
川
勝
守
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

生
産
と
流
通
の
歴
史
社
舎
皐
的
研
究
』
中
図
書
底
、
一
九
九
三
)
な

いと。

(
3
〉
例
え
ば
、
谷
光
隆
「
明
代
鐙
政
史
序
説
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
一
一

巻
二
鋭
、
一
九
六
四
年
〉
。

(

4

)

『
斧
山
堂
別
集
』
皇
明
異
典
述
三
、
「
首
甲
不
授
翰
林
」
。

洪
武
四
年
初
開
科
、
吠
元
呉
伯
宗
授
躍
部
員
外
郎
{
時
正
六
品
。
】

第
二
・
第
三
人
郭
耕
、
呉
公
達
倶
吏
部
主
事
【
従
六
口
問
。
】
而
舎

元
食
友
仁
中
三
甲
、
魚
豚
丞
。
蓋
官
制
未
定
也
。
丁
丑
扶
元
陳

郷
・
第
三
人
劉
鍔
戊
諦
、
補
鴻
艦
寺
司
賓
署
丞
、
苦
ノ
昌
隆
授
縫
部

主
事
。
以
人
言
考
官
私
南
人
故
也
。
嘉
靖
壬
辰
、
第
二
人
孔
天
胤

授
侠
西
按
察
余
事
、
以
王
親
故
也
。

(

5

)

阪
倉
篤
秀
「
成
化
元
年
に
お
け
る
散
館
請
願
に
つ
い
て
|
明
朝
庶
士
ロ

士
制
の
検
討
l
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
六
巻
第
三
鋭
、
一
九
八
七
〉
。

(
6
〉
夫
同
年
有
弟
兄
之
義
尚
失
。
然
試
録
之
刻
惟
以
名
次
震
序
、
而
弗

論
其
歯
、
則
少
長
錯
置
、
謂
之
弟
兄
也
、
弗
協
。
葱
諸
君
子
所
以

倦
々
於
歯
絞
之
也
。
惟
歯
之
絞
、
則
長
長
少
少
、
員
弟
兄
。

(

7

)

例
え
ば
『
嘉
靖
丁
未
科
進
士
序
歯
銭
円

(
8
〉
例
え
ば
嘉
靖
四
四
年
の
廷
試
に
関
し
て
は
、
『
嘉
靖
四
十
四
年
乙
丑

科
進
士
履
歴
便
覧
』
と
『
嘉
矯
乙
丑
科
進
士
同
年
郷
籍
』
の
二
本
が
北

京
圏
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(

9

)

な
お
「
同
年
」
と
銘
打
っ
た
名
簿
に
は
、
「
紹
興
十
八
年
同
年
小
銭
」

と
い
う
、
宋
代
一
一
四
八
年
の
科
翠
の
合
格
者
名
簿
が
存
在
す
る
(
『
宋

元
科
翠
三
銭
』
枚
〉
。
こ
の
名
簿
は
明
代
の
筆
記
等
の
中
に
も
、
屡
々

現
れ
、
蛍
時
か
ら
著
名
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
例

え
ば
『
萩
園
雑
記
』
、
巻
一
四
に
「
近
得
晦
庵
先
生
同
年
録
、
因
得
以

知
宋
科
翠
之
制
。
」
と
あ
り
、
ま
た
『
嘉
業
堂
蔵
書
士
山
』
史
部
に
「
紹

興
十
八
年
同
年
小
銭
:
:
:
朱
子
名
在
五
甲
第
九
十
名
、
比
録
因
之
増

- 32ー
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重
。
:
:
:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
官
需
が
科
奉
に
合
格
し
た
年
の
名
簿
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
鐘
裁
は
、
所
謂
「
進
士
登
科
録
」
と
同
様
、
合

格
順
に
そ
の
名
を
記
し
て
お
り
、
本
稿
で
扱
う
「
同
年
歯
録
」
と
は
性

格
を
異
に
す
る
。

(
叩
)
是
書
凡
三
刻
。
一
一
刻
子
正
徳
。
再
刻
子
嘉
靖
三
年
甲
申
、
有
野

芽
・
陳
祈
二
序
。
三
刻
子
嘉
靖
十
八
年
己
亥
、
有
王
韓
・
食
養

成
。
毎
刻
必
加
増
註
。

な
お
、
保
阿
茶
は
正
徳
十
二
年
の
朕
元
、
陳
祈
・
王
韓
・
食
援
も
同
年

の
廷
試
合
格
者
で
あ
る
。

(
江
〉
和
田
正
康
「
明
代
の
地
方
官
ポ
ス
ト
に
お
け
る
身
分
制
序
列
に
闘
す

る
一
考
察
|
豚
歓
の
清
代
と
の
比
較
を
逼
じ
て
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

第
四
四
巻
第
一
鋭
、
一
九
八
五
〉
。

(
ロ
)
こ
の
考
え
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
そ
の
根
壊
と
し
て
以
下

の
記
事
を
あ
げ
る
。
『
明
史
』
巻
七

O
、
選
奉
二
に

(
洪
武
〉
十
八
年
廷
試
、
一
甲
進
士
了
間
鰍
等
を
擢
き
て
翰
林
院
修

撲
と
篤
し
、
二
甲
馬
京
等
は
編
修
と
篤
し
、
英
文
は
検
討
と
借
用

す
。
進
士
の
翰
林
に
入
る
は
、
此
れ
よ
り
始
ま
る
。
進
士
を
し
て

諸
司
に
お
い
て
親
政
せ
し
め
、
其
の
翰
林
・
承
教
監
等
の
街
門
に

在
る
者
は
、
庶
吉
土
と
日
ぅ
。

と
あ
り
、
や
は
り
翰
林
院
庶
士
口
土
草
創
期
の
記
事
で
あ
る
『
明
貫
録
』

永
融
市
二
年
三
月
己
酉
の
僚
に

吏
部
進
士
曹
築
等
に
官
を
授
け
ん
こ
と
を
奏
す
。
命
じ
て
第
一

甲
曹
築
は
翰
林
院
修
撰
と
信
用
し
、
周
述
・
周
孟
簡
は
倶
に
編
修
と

潟
す
。
の
お
命
じ
て
第
二
甲
に
お
い
て
文
準
優
等
の
楊
相
等
五
十

人
及
び
書
を
善
く
す
る
者
湯
流
等
十
人
を
揮
び
て
倶
に
翰
林
院
庶

士
口
土
と
信
用
し
、
の
お
皐
を
進
め
し
む
。
第
三
甲
方
剥
等
二
十
人
を

擢
き
て
行
人
司
行
人
と
魚
し
、
徐
は
諸
司
に
槻
政
せ
し
む
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
翰
林
院
庶
吉
士

と
は
、
翰
林
院
に
お
い
て
将
来
の
園
家
有
用
の
人
材
と
な
る
べ
く
、
更

に
勉
皐
の
研
鎮
を
積
む
者
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
初
任
官

と
見
な
し
て
、
他
の
「
知
豚
」
や
六
部
の
「
主
事
」
と
い
っ
た
官
職
と

同
列
に
扱
い
庭
理
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
安
嘗
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
『
明
史
』
選
翠
二
の
記
事
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
寧
ろ
廷
試
合

格
者
が
初
任
官
を
奔
命
す
る
ま
で
の
過
程
の
中
で
言
え
ば
、
翰
林
院
庶

士
口
土
と
は
、
観
政
進
士
と
類
似
す
る
位
置
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
確
か
に
、
翰
林
院
庶
吉
士
を
経
る
と
、
『
明
史
』
選
翠
二
に

三
年
率
成
り
、
優
な
る
者
は
翰
林
に
留
ま
り
編
修
・
検
討
と
篤

し
、
次
な
る
者
は
出
で
て
給
事
・
御
史
と
信
用
す
。
之
を
散
館
と
謂

久
ノ
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
翰
林
官
・
給
事
・
御
史
と
い
っ
た
清
要
の
官
に
就
任

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
し
、
事
責
本
稿
で
扱
っ
た
名
簿
の
中
に

も
、
そ
の
よ
う
な
者
は
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
翰
林
官
や
給
事

中
・
御
史
と
い
っ
た
、
嘉
靖
以
降
、
一
般
的
に
は
次
任
以
降
の
官
職
と

さ
れ
て
い
た
ポ
ス
ト
に
嘗
て
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
遡
っ
て
庶
士
口
士

は
初
任
官
で
あ
っ
た
、
と
す
る
な
ら
ば
、
い
さ
さ
か
と
ま
ど
い
を
禁
じ

得
な
い
。
そ
れ
は
庶
吉
士
の
持
つ
「
資
格
」
性
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ

久
ノ
。

ま
た
、
彼
ら
に
は
官
品
が
な
く
、
明
文
化
さ
れ
た
薪
俸
が
な
か
っ

た
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
れ
ば
、
や
は
り
槍
林
院
庶
吉
土
は
初
任
官

と
す
べ
き
で
は
な
い
。
翰
林
院
庶
吉
土
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
も
多
い
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が
、
差
し
賞
た
っ
て
は
、
関
文
護
・
顔
庚
文
『
明
代
政
治
制
度
研
究
』

(
中
園
祉
曾
科
皐
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
第
八
一
章
「
明
代
官
品
職
前

培
訓
制
度
」
を
参
照
。

(
日
)
内
閣
文
庫
所
厳
『
由
正
明
貢
奉
考
』
蔦
暦
刊
本
は
、
嘉
靖
一
四
年
、
嘉

靖
一
七
年
、
嘉
靖
二

O
年
、
嘉
靖
二
三
年
、
嘉
靖
二
六
年
の
五
度
に
わ

た
る
廷
試
の
合
格
者
一
覧
を
飲
い
て
い
る
。

(

U

)

宮
崎
市
定
『
科
翠
|
中
園
の
試
験
地
獄
』
(
中
公
新
書
、
一
九
六
三
。

後
に
中
公
文
庫
、
一
九
八
四
、
ま
た
宮
崎
市
定
全
集
第
一
五
巻
、
一
九

九
三
所
牧
〉
。

(

日

)

の

『

同

口

問

。

rロロ
ma--・
『
、
H
，F
O
円

U
F
5
2
0
C
O口
同
門
司
』

(
C
包
〈
O
岡
田
広
司

。
同
当
g
Eロ間同
g
p
g♂

ω
2
2
-
0
H
a宅
S
Eロ
m
g
p
H
U印
日
)
一
一
一

一
一
貝
。
こ
れ
は
清
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
明
代
も
大
差
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

(
日
〉
『
明
史
』
各
七

O
、
選
翠
志
ニ
。

(
げ
)
し
か
も
、
こ
の
謝
江
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
『
披
垣
人
鑑
』
巻
一

四
は
、
行
人
司
行
人
か
ら
、
工
科
給
事
中
に
進
ん
だ
と
記
載
し
て
い

る。

(
沼
)
例
え
ば
、
小
川
向
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
を
参
照
。
「
明
代
の
巡
按

御
史
に
つ
い
て
」
〈
『
明
代
史
研
究
』
四
競
、
一
九
七
六
)
、
「
明
代
南

直
殺
の
按
察
行
署
」
(
『
明
代
史
研
究
』
二
三
説
、
一
九
九
五
)
な
ど
。

(
凹
)
『
明
史
』
各
七
て
選
翠
三
。

(

却

)

註

(
2
〉
参
照
。

(
氾
〉
『
石
田
雑
記
』
。

余
有
親
蒋
廷
賛
、
第
進
士
三
甲
、
例
除
知
豚
、
特
告
就
北
方
之
祭

亭
豚
。
同
年
劉
以
賢
謂
目
、
何
不
就
南
方
?
使
道
得
省
老
親
、
ー

亦
人
子
幸
事
。
答
日
、
進
士
除
知
豚
。
何
面
目
見
郷
里
?
其
父

惟
清
、
亙
欲
以
京
職
以
封
築
地
。
関
子
作
豚
、
大
失
所
室
、
途
致

病
心
設
狂
。
毎
見
人
但
一去
、
予
天
官
説
、
一
年
便
陸
御
史
。
座
客

皆
笑
其
凝
。
或
目
、
其
父
錐
療
、
其
子
己
先
疲
失
。

『
寓
暦
野
獲
編
』
巻
一
一
一
一
、
「
邑
令
軽
重
」
所
引
。

羅
一
峯
之
言
、
「
人
中
進
士
、
上
者
期
翰
林
、
衣
期
給
事
、
次
期

御
史
、
叉
次
期
主
事
、
得
之
則
折
。
其
覗
州
綜
守
令
、
若
鶏
驚
之

観
腐
鼠
。
一
或
得
之
、
魂
耗
銀
喪
、
封
妻
子
失
色
、
甚
至
昏
夜
乞

哀
、
以
求
克
。
」
蓋
蛍
時
邑
令
之
軽
如
此
。

『
世
間
暦
野
獲
編
』
巻
二
二
、
「
邑
令
軽
重
」
。

『
明
史
』
巻
七
一
、
選
翠
三
。

高
暦
『
大
明
曾
典
』
巻
五
、
選
官
。

(
隆
慶
)
四
年
題
准
日
取
歴
俸
持
及
三
年
中
書
舎
人
、
併
己
及
三

年
博
士
・
助
教
等
官
、
及
各
部
員
外
郎
主
事
改
選
。
高
暦
二
年

令
口
各
部
員
外
郎
不
准
改
授
御
史
。

(
お
〉
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
四
五
九
所
枚
「
越
忠
毅
競
」
巻
て

器
出
職
競
」
。

(

m
以
〉

(
幻
)

(
川
品
)

(

お

)
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「
申
明

〔
附
記
〕
本
稿
校
正
中
に
、
大
石
隆
夫
「
明
代
嘉
靖
期
の
進
士
集
圏
」
(
『
人

文
論
究
』
関
西
皐
院
大
皐
第
四
七
巻
第
四
競
)
の
存
在
を
知
っ

た
。
本
稿
叙
述
に
活
か
せ
な
か
っ
た
の
は
誠
に
残
念
で
あ
り
、
ま
た

大
石
氏
に
も
お
詫
び
申
し
あ
げ
る
。
讃
者
諸
賢
に
お
か
れ
て
は
合
わ

せ
て
讃
ま
れ
た
い
。



Ａ STATISTICAL STUDY OF SUCCESSFUL CANDIDATES

OF THE FINAL PALACE EXAMINATION AND THEIR

INITIAL APPOINTMENTS IN THE MING PERIOD BASED

　　　　　　　　

ONＴＯＮＧ-ＮＩＡＮ-ＣＨＩＬＵ同年歯録

Ono Koji

　　

The author presents ａ compleχ picture of the successful candidates of

the final palace examination particularly the connection between their ages

of passing the examination and initial appointments under the civil service

examination system of the Ming Dynasty. Recent studies, in his view,

failed to deal with this aspect of the examination system properly due to the

bias in the historical materials concerned.　Hence, this article tries to

reinforce our understanding of this aspect through statisticalanalysis based

on several　Ｔｏｎｅ-？ｌｉａｎ-chilu (Lists of successful candidates by order of

　　

●

　

a

　　

●seniority m age).

　　

It can be summarized as f0110ｗｓ:

　　

1. The Ming Jin-shi 進士’S average graduate age was about 31.

　　

2. Most of the Tin-shi graduates 進士及第者' initial appointments were

　　　

district magistrate 知蒜, secretary of the six ministries 六部主事, judge

　　　

of prefecture推官, messenger of the messenger office 行人司行人.

　　

3. The Jin-shi graduates preferred to receive the third-class ｈｏｎＯＵｒS三

　　　

甲and be appointed as judge of prefecture or district magistrate

　　　

rather than receive the second-class honours 二甲and be appointed

　　　

as secretary of the Siχ ministries.

ON THE YUAN OPERA 元曲AS AN ARTISTIC

　　　　

FORM TO EXPRESS THOUGHT

Akagi Ryuji

　　

Similar to today's musical dramaバhe Yuan opera are scenarios for

plays, composed of songs and words. These works were played in town
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